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近
世
ベ
ト
ナ
ム
国
家
の
異
民
族
観
の
変
容
と
越
境
者

―
内
な
る
化
外
た
る
儂
人
を
め
ぐ
っ
て
―

岡 

田　

 

雅 

志

キ
ー
ワ
ー
ド
：
移
民
／
山
地
民
／
民
族
認
識
／
黎
朝
／
阮
朝

は
じ
め
に

遥
か
に
聳
ゆ
る
山
、
遠
く
に
流
る
る
河 

N
on xa xa, nướ c xa xa,

い
ず
れ
も
鴻
大
な
れ
ば
、
か
く
呼
べ
り  

N
ào phả i thênh thang m

ớ i gọ i là.

此
処
に
レ
ー
ニ
ン
川
、
彼
処
に
は
マ
ル
ク
ス
山 

Đ
ây suố i L

ê-N
in kia núi M

ác,

諸
手
に
山
河
（
国
家
）
を
打
ち
建
て
ん 

H
ai tay xây dự ng m

ộ t sơ n hà

 

―
「
雄
大
な
る
パ
ッ
ク
ボ
ー
」（『
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
選
集
』
第
一
巻
）
）
1
（

―

唐
詩
の
韻
律
を
踏
む
ベ
ト
ナ
ム
語
の
こ
の
詩
篇
は
、
ベ
ト
ナ
ム
の
革
命
の
父
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
が
母
国
で
革
命
運
動
を
直
接
指
揮
す
る

た
め
に
ソ
連
か
ら
中
国
を
経
由
し
て
陸
路
ベ
ト
ナ
ム
に
入
り
、
最
初
に
根
拠
地
と
し
た
高カ
オ

平バ
ン

地
方
パ
ッ
ク
ボ
ー
で
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
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パ
ッ
ク
ボ
ー
は
中
越
国
境
に
ほ
ど
近
い
山
村
で
、
石
灰
岩
の
山
並
み
と
深
緑
の
川
面
が
織
り
な
す
風
光
明
媚
な
景
観
は
訪
れ
る
者
に
山
水

画
の
中
に
入
り
込
ん
だ
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
さ
せ
る
。
フ
ラ
ン
ス
植
民
地
支
配
下
（
当
時
は
日
本
軍
の
実
質
支
配
下
）
に
あ
る
祖
国

を
革
命
思
想
に
よ
っ
て
ベ
ト
ナ
ム
民
族
の
手
に
取
り
戻
す
と
い
う
目
標
を
掲
げ
た
ホ
ー
は
、
そ
の
強
い
決
意
を
眼
前
に
広
が
る
雄
大
な
自

然
と
重
ね
合
わ
せ
た
（
ベ
ト
ナ
ム
語
で
は
山n

ノ
ン

on

と
河n

ヌ
オ
ッ
ク

ướ c

を
合
わ
せ
る
と
国
家
、
国
土
を
意
味
す
る
熟
語
と
な
る
）。

こ
の
詩
の
中
で
ホ
ー
に
よ
っ
て
革
命
家
に
因
ん
だ
愛
称
を
与
え
ら
れ
、
現
在
ま
で
革
命
の
聖
地
を
訪
れ
る
人
々
が
必
ず
立
ち
寄
る
観
光

ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
山
川
に
は
、
元
々
フ
ィ
ア
タ
オ
山
、
ク
オ
イ
ミ
ン
川
と
い
う
名
前
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ホ
ー
が
話
す
ベ
ト
ナ
ム

語
で
は
な
く
こ
の
地
に
多
く
住
む
タ
イ
系
住
民
の
言
語
で
あ
る
。
ホ
ー
ら
独
立
運
動
家
を
待
ち
受
け
た
困
難
は
、
強
大
な
敵
や
無
数
の
山

川
を
抱
え
る
国
土
の
広
大
さ
の
み
な
ら
ず
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
言
語
・
文
化
の
多
様
性
で
あ
っ
た
（
現
在
五
四
の
公
定
民
族
が
存
在
す

る
）。
主
要
民
族
の
キ
ン
族
が
居
住
す
る
低
地
に
対
し
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
よ
う
に
茫
漠
と
広
が
る
山
地
は
、
言
語
・
習
慣
を
異
に
す
る

様
々
な
山
地
住
民
の
世
界
で
あ
っ
た
。
国
民
国
家
と
し
て
独
立
を
果
た
す
た
め
に
は
、
か
つ
て
蛮
族
と
み
な
し
て
い
た
彼
ら
を
い
か
に
取

り
込
み
統
合
す
る
か
が
大
き
な
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
国
民
国
家
ベ
ト
ナ
ム
形
成
過
程
に
お
け
る
民
族
認
識
・
分
類
工
作
や
少
数
民
族
と
の
関
係
史
に
は
ベ
ト
ナ
ム
内
外
に
豊
富

な
研
究
蓄
積
が
あ
る
）
2
（

。
他
方
で
前
近
代
ベ
ト
ナ
ム
の
王
朝
国
家
が
様
々
な
異
民
族
集
団
を
ど
の
よ
う
に
認
識
あ
る
い
は
識
別
し
て
い
た
か

に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
研
究
が
な
い
）
3
（

。
そ
の
よ
う
な
中
で
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
﹇D

avis 2015

﹈
は
、
植
民
地
期
の
民
族
誌
の

も
と
に
な
る
情
報
と
認
識
が
一
九
世
紀
半
ば
に
阮
朝
（
一
八
〇
二
―
一
九
四
五
）
の
地
方
官
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
地
誌
の
記
述
に
確

認
で
き
る
と
し
、
近
世
国
家
に
お
け
る
民
族
分
類
に
つ
い
て
は
じ
め
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
だ
が
実
際
に
は
阮
朝
に
先
立
つ
黎
朝
末
期

の
一
八
世
紀
に
書
か
れ
た
『
見
聞
小
録
』
と
い
う
史
料
の
中
に
各
種
の
民
族
集
団
に
関
す
る
記
述
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
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近世ベトナム国家の異民族観の変容と越境者

以
前
筆
者
も
植
民
地
期
の
民
族
分
類
の
前
提
と
な
る
（
一
方
で
質
的
に
異
な
る
）
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
の
民
族
認
識
に
つ
い
て
言
及
し
た
が

詳
細
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
﹇
岡
田
二
〇
一
四
：
四
―
五
﹈。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
民
族
集
団
名
と
し
て
最
も
早
く
か
つ
頻
繁
に
ベ
ト

ナ
ム
史
料
に
現
れ
る
儂
人
を
中
心
に
王
朝
が
民
族
集
団
を
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
す
る
よ
う
に
な
る
過
程
や
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

儂
人
は
中
国
と
の
国
境
を
接
す
る
北
部
山
地
の
各
省
に
居
住
し
て
い
る
現
在
の
公
定
民
族
ヌ
ン
族
（
二
〇
〇
九
年
時
点
で
人
口
約
九
七

万
）
の
祖
先
集
団
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
パ
ッ
ク
ボ
ー
も
ヌ
ン
族
の
村
で
あ
る
）。
こ
れ
ま
で
ヌ
ン
族
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
形
成
の
問
題
に

つ
い
て
は
ベ
ト
ナ
ム
の
民
族
学
者
の
諸
研
究
や
、
対
国
家
及
び
民
族
集
団
間
の
関
係
の
中
で
発
生
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ポ
リ
テ
ィ
ク

ス
と
し
て
と
ら
え
た
﹇
伊
藤
二
〇
〇
三
﹈
な
ど
の
研
究
が
あ
る
が
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
儂
人
と
い
う
集
団
の
史
料
上
の
出
現
と
い
う
現
象

と
そ
の
背
景
を
考
察
対
象
と
す
る
。

時
代
背
景
を
考
え
る
場
合
、
儂
人
を
は
じ
め
と
す
る
集
団
名
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
近
年
の
東
南
ア
ジ
ア
近
世
史
の

分
野
で
注
目
さ
れ
て
い
る
時
代
と
一
致
す
る
。
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
中
国
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
の
辺
境
地
域
へ
の
大

規
模
な
人
口
流
入
に
よ
り
経
済
ブ
ー
ム
が
生
じ
た
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
華
人
の
世
紀
」
で
あ
る
）
4
（

。
南
中
国
と
陸
上
、
海
上
の
双
方
で
つ
な

が
る
こ
の
時
期
の
北
部
山
地
に
つ
い
て
も
、
リ
・
タ
ナ
﹇L

i 2010

﹈
や
筆
者
﹇
岡
田
二
〇
一
二
﹈
に
よ
り
、
中
国
か
ら
の
移
住
者
に
よ

る
鉱
産
資
源
な
ど
の
経
済
開
発
と
、
中
国
市
場
と
北
部
山
地
を
結
ぶ
中
国
人
商
人
の
活
動
が
山
地
社
会
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
ヴ
ー
・
ド
ゥ
オ
ン
・
ル
ア
ン
﹇V

ũ 2014

﹈
は
、
華
人
の
世
紀
が
も
た
ら
し
た
華
人
と
山
地
住
民
と

の
間
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
国
境
を
越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
地
住
民
の
世
界
を
「
国
家
に
捕
捉
さ
れ

な
い
社
会
技
術
を
発
展
さ
せ
た
世
界
」（
山ゾ

ミ
地
民
の
世
界
ゾ
ミ
ア
と
呼
ぶ
）
と
し
て
描
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ス
コ
ッ
ト
は
、
国
家
が
文
明

化
の
名
の
下
に
（
行
政
コ
ス
ト
を
厭
わ
ず
）
辺
境
の
山
地
世
界
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
真
の
目
的
は
、
山
地
住
民
の
経
済
活
動
を
国
家

財
政
シ
ス
テ
ム
の
中
で
「
読
み
取
り
可
能
（legible

）」
な
状
態
に
し
、
課
税
、
査
定
、
接
収
の
対
象
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
断
じ
て
い

3



る
が
﹇Scott 2009:4-5

﹈、
北
部
山
地
の
場
合
に
お
い
て
も
華
人
の
世
紀
の
活
況
の
下
、
山
地
の
富
が
国
家
の
山
地
世
界
へ
の
関
心
を
高

め
、
そ
こ
に
住
む
人
々
へ
の
認
識
の
在
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
及
び
山
地
社
会
史
の
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
国
境
を
ま
た
い
で
活
動
し
て
い
た
儂
人
を
中
心

と
す
る
山
地
住
民
に
対
す
る
国
家
の
眼
差
し
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
第
一
章
で
黎
朝
の
基
本
法
典

『
国
朝
刑
律
』
の
分
析
を
中
心
に
儂
人
が
登
場
す
る
以
前
の
ベ
ト
ナ
ム
国
家
の
異
民
族
観
の
基
本
構
造
を
確
認
す
る
。
続
く
第
二
章
で
は
、

儂
人
が
ベ
ト
ナ
ム
史
料
に
ど
の
よ
う
な
形
で
表
象
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、『
見
聞
小
録
』
に
儂
人
を
含
む
民
族
集
団
に
関
す
る
記
述
が
登

場
す
る
背
景
と
あ
わ
せ
て
分
析
す
る
。
最
後
に
、
税
制
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
儂
人
の
位
置
づ
け
を
分
析
し
、
儂
人
の
経
済
活
動
の

実
態
と
王
朝
に
よ
る
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
と
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
以
上
に
よ
り
、
近
世
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
国
家
の
異
民
族
観
の
変
容

過
程
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
山
地
住
民
に
対
す
る
認
識
が
変
化
す
る
背
景
の
検
討
を
通
じ
て
、
当
時
の
中
越
境
界
の
山
地
空
間
の

実
態
の
一
端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
目
指
す
。

一　

南
の
中
華
に
お
け
る
異
民
族
認
識
の
構
造

李
朝
か
ら
黎
朝
ま
で
の
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
（
大
越
）
は
、
王
都
ハ
ノ
イ
を
中
心
に
早
く
か
ら
灌
漑
農
業
が
導
入
さ
れ
人
口
集
積
が
進
ん
だ

紅
河
デ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
低
地
（
以
下
低
地
と
す
る
）
を
基
盤
と
す
る
王
国
を
形
成
し
た
。
紀
元
後
一
千
年
紀
の
ほ
と
ん
ど
の
間
中
国

支
配
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
ベ
ト
ナ
ム
北
部
か
ら
誕
生
し
た
大
越
は
、
中
国
を
モ
デ
ル
に
国
家
形
成
し
、
文
明
と
し
て
の
中
華
世
界
を
共

有
し
つ
つ
、
北
の
中
国
と
同
等
の
南
の
中
華
の
中
心
た
ら
ん
と
す
る
意
識
（「
南
国
意
識
」）
を
醸
成
し
た
﹇
古
田
一
九
九
一
、
桃
木
二
〇

一
一
﹈。
そ
の
よ
う
な
大
越
の
人
々
に
と
っ
て
、
低
地
を
取
り
巻
く
北
部
山
地
に
住
む
言
語
も
通
じ
な
い
人
々
は
蛮
夷
（
で
あ
る
べ
き
存

4



近世ベトナム国家の異民族観の変容と越境者

在
）
だ
っ
た
。
と
は
い
え
実
際
に
は
低
地
と
山
地
と
の
間
に
は
古
来
よ
り
密
接
な
経
済
交
流
が
あ
り
、
政
治
的
に
も
文
化
的
に
も
両
者
の

境
界
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
主
要
民
族
の
名
称
キ
ン
（
京
）
に
は
、
多
様
な
政
治
的
・
文
化
的
圧
力
の
波
に
さ
ら
さ
れ
る
中
で
、

デ
ル
タ
に
浮
か
ぶ
ハ
ノ
イ
（
河
内
）
を
政
治
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
砦
と
し
て
き
た
自
己
形
成
の
歴
史
が

刻
印
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
ベ
ト
ナ
ム
型
華
夷
秩
序
の
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、﹇
桃
木
二
〇
一
一
﹈
が
国
内
外
の
研
究
整
理
を
含
め
詳
論
さ
れ
て
い
る

の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
当
初
は
ほ
と
ん
ど
実
態
が
伴
わ
ず
脆
弱
な
自
意
識
が
存
在
す
る
の
み
だ
っ
た
の
が
、
黎
朝
が
成
立
し

た
一
五
世
紀
に
は
「
イ
ン
ド
シ
ナ
レ
ベ
ル
で
覇
を
競
い
う
る
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
国
家
の
地
位
と
、
対
外
関
係
を
律
す
る
「
華
夷
意
識
」
の
枠

組
み
が
崩
れ
る
こ
と
は
、
も
は
や
な
か
っ
た
」（
一
九
四
頁
）
こ
と
を
確
認
す
る
の
み
に
と
ど
め
る
。

華
夷
意
識
の
確
立
過
程
は
、
キ
ン
と
し
て
の
自
己
規
定
及
び
周
辺
異
民
族
と
の
差
異
化
の
強
化
と
も
同
期
す
る
。
八
尾
﹇
二
〇
〇
一
﹈

に
よ
れ
ば
、
一
五
世
紀
は
山
地
の
勢
力
が
低
地
に
入
る
波
が
起
こ
っ
た
最
後
の
時
代
で
あ
り
（
黎
朝
を
建
て
た
黎
利
は
ハ
ノ
イ
西
南
に
位

置
す
る
清
タ
イ
ン
ホ
ア化

地
方
の
山
地
出
身
）、
以
降
、
山
地
と
低
地
の
文
化
的
な
差
異
は
拡
が
り
、
ハ
ノ
イ
の
権
力
者
の
山
の
勢
力
に
対
す
る
優
越

感
は
固
定
し
て
い
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
外
部
者
が
流
入
し
て
も
、
ハ
ノ
イ
を
中
心
と
す
る
京キ
ン

人
の
文
化
空
間
は
維
持
さ
れ
、
今
度
は

そ
の
外
に
居
住
す
る
人
々
を
蛮
獠
と
し
て
差
異
化
す
る
構
造
が
固
定
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
蛮
獠
を
さ
ら
に
分
類
し
よ

う
と
す
る
発
想
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

山
地
住
民
を
蛮
獠
と
し
て
文
化
的
に
外
在
化
す
る
華
夷
観
念
を
形
成
す
る
一
方
、
前
述
の
通
り
現
実
面
で
は
低
地
と
山
地
は
密
接
な
関

係
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
は
山
地
住
民
を
そ
の
支
配
空
間
の
中
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
黎
朝
の
基
本
法
典
で
あ
る
『
国
朝
刑
律
』（
以
下
『
刑
律
』）
中
の
蛮
獠
に
関
係
す
る
条
文
を
分
析

す
る
）
5
（

。『
刑
律
』
は
、
中
国
律
の
体
系
と
原
理
を
継
受
し
て
お
り
（
唐
律
を
モ
デ
ル
と
し
、
明
律
も
一
部
参
照
追
加
）、
ベ
ト
ナ
ム
の
社

5
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断
獄
四
六

（
七
〇
三
）

雑
律
四
三

（
五
九
五
）

雑
律
四
一

（
五
九
三
）

詐
欺
一
七

（
五
三
一
）

盗
賊
四
二

（
四
五
二
）

盗
賊
四
一

（
四
五
一
）

違
制
六
八

（
一
六
四
）

違
制
六
七

（
一
六
三
）

違
制
七

（
一
〇
三
）

衛
禁
二
三

（
七
二
）

章
名
・
条
番

諸
斷
監
勾
蠻
獠
訟
、
而
不
能
就
管
監
者
、
貶
三
資
。
雖
犯
毆
罵
勿
論
。
即
管
監
者
詐
稱
蠻
獠
、
違
拒
不

爲
追
勾
者
、
失
所
管
監
。

諸
徴
賦
税
於
蠻
獠
、
不
就
於
管
監
者
、
貶
一
資
。
即
管
監
隱
不
奏
聞
、
罰
錢
賞
告
者
如
律
。

諸
京
人
不
得
與
蠻
獠
人
負
債
。
違
者
貶
二
資
、
其
錢
入
官
。

諸
詐
稱
旨
捕
人
而
掠
取
財
物
者
、
流
近
州
。
徴
索
夷
獠
土
物
者
、
流
外
州
、
竝
賠
償
一
分
。
若
縁
公
事

而
増
索
者
、
貶
三
資
、
賠
償
一
分
。
詐
宣
召
人
、
以
取
財
物
、
徒
犒
丁
。
詐
勾
訟
監
、
而
掠
人
財
物
、

徒
象
坊
兵
、
賠
償
一
分
。

諸
鎭
蠻
獠
劫
掠
沿
邊
民
戸
者
、
依
本
劫
法
。
所
經
郷
社
不
爲
追
捕
者
、
以
貶
徒
論
。
管
監
知
而
不
禁
、

以
徒
論
、
失
所
監
。
故
縱
以
䂓
財
者
與
同
罪
。

諸
蠻
獠
相
劫
相
殺
者
、
減
凡
劫
凡
殺
一
等
。
即
先
和
約
者
、
亦
聽
。
其
管
監
妄
索
牛
蓄
財
物
而
容
隱

者
、
以
貶
徒
論
。
倍
賍
二
分
入
官
罰
錢
、
賞
告
者
如
律
。

諸
管
監
民
丁
蠻
獠
自
占
所
轄
訟
事
、
私
使
家
人
行
帖
追
勾
及
脅
以
囚
刑
者
、
杖
陸
拾
貶
貳
資
。
宗
室
二

品
以
上
罰
錢
壹
百
貫
。
家
掾
徒
犒
丁
。
若
其
人
已
奏
申
、
而
猶
固
執
拒
官
監
者
、
加
參
等
、
仍
失
所
管

監
。
路
縣
官
坐
視
不
奏
者
、
以
貶
罷
論
。

諸
藩
鎭
將
帥
赴
本
鎭
州
縣
、
妄
索
唱
吔
錢
者
、
貶
三
資
、
倍
二
分
還
民
。
宗
室
二
品
以
上
罰
錢
一
百

貫
。
罪
其
家
掾
騷
擾
者
別
論
。
即
招
諭
攻
討
化
外
蠻
獠
、
而
擅
破
内
屬
縣
場
、
掠
取
人
畜
産
財
物
者
、

以
貶
徒
論
。
倍
一
分
還
之
。

諸
内
外
官
司
軍
民
及
鎭
場
蠻
獠
、
私
自
盟
誓
者
、
以
流
論
。
從
者
減
壹
等
。
謀
行
惡
逆
者
、
竝
斬
。
即

有
事
而
先
陳
告
所
管
者
聽
。

諸
守
關
者
、
有
將
禁
物
度
關
而
不
禁
、
軍
人
徒
犒
丁
。
鎭
人
減
壹
等
。
官
帖
外
所
將
餘
物
而
不
禁
者
各
減

壹
等
。
故
縱
及
自
犯
竝
加
偸
搬
罪
壹
等
。
若
商
販
及
蠻
獠
過
關
而
索
唱
吔
錢
者
、貶
貮
資
。
倍
壹
分
還
之
。

原
文

保
護

保
護

保
護

保
護

適
用

適
用

保
護

保
護

適
用

保
護

内
容

－ － － － － － － － － C 唐
律

－ － C － － － － － － c 明
律

※1 括弧内の条番号は［Nguyễn&Tạ 1987］に従う。
※2 唐律・明律の欄には［Nguyễn&Tạ 1987］の付録（vol.3）に載る『刑律』各条文と中国
律との親縁関係を示した表の内容を記した。A（同一）、B（類似）、C（影響あり）に分類し
て評価されている。明律の小文字は対応条文自身が唐律の影響を受けていることを示す。

表
1　
『
国
朝
刑
律
』
中
の
蠻
獠
に
関
す
る
条
文
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会
慣
習
が
反
映
さ
れ
た
独
自
の
内
容
を
半
数
以
上
含
む
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
全
七
二
二
条
の
内
、
蛮
獠
（
あ
る
い
は
夷
獠
）
に
関
す

る
条
文
が
一
〇
条
含
ま
れ
て
い
る
（
表
1
）
）
6
（

。
こ
の
一
〇
条
に
お
け
る
蛮
獠
の
現
れ
方
に
つ
い
て
は
、
蛮
獠
が
法
適
用
（
刑
罰
）
の
対
象

（
遵
守
主
体
で
も
あ
る
）
と
な
る
も
の
と
、
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
大
別
で
き
る
（
表
の
「
内
容
」
欄
）。
蛮

獠
自
身
が
刑
罰
適
用
対
象
と
な
る
の
は
、
B
、
E
、
F
の
三
条
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。

B
は
私
に
盟
誓
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
た
条
文
で
あ
る
。
盟
誓
は
本
来
朝
廷
の
み
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
、
臣
下
が
主
君
に
忠
誠

を
誓
う
儀
式
で
あ
り
﹇
竹
田
一
九
六
七
﹈、
朝
廷
を
介
さ
ず
に
有
力
者
が
勝
手
に
盟
誓
に
よ
っ
て
私
的
紐
帯
を
強
化
す
る
こ
と
は
国
家
の

秩
序
を
乱
す
た
め
設
け
ら
れ
た
条
文
で
あ
ろ
う
。
本
条
で
盟
誓
行
為
を
鎮
場
（
鎮
は
辺
境
に
派
遣
さ
れ
た
軍
が
管
轄
す
る
地
域
で
、
黎
朝

後
期
に
は
現
在
の
省
相
当
の
地
方
行
政
単
位
と
な
る
。
場
は
中
国
と
同
様
に
専
売
品
を
含
む
税
物
を
納
入
さ
れ
る
財
務
機
関
の
出
張
所
を

意
味
し
、
蛮
獠
が
貢
納
品
を
納
め
る
場
所
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）
の
蛮
獠
が
加
わ
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
蛮
獠

と
王
朝
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
が
日
常
的
に
接
触
す
る
空
間
に
お
い
て
両
者
が
勝
手
に
盟
誓
を
行
う
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
蛮
獠
間
で
行
わ
れ
る
盟
誓
行
為
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

E
は
蛮
獠
同
士
の
殺
人
・
強
盗
に
つ
い
て
の
刑
の
軽
減
を
定
め
た
条
文
で
あ
る
。
グ
エ
ン
・
ゴ
ッ
ク
・
フ
イ
と
タ
・
ヴ
ァ
ン
・
タ
イ
に

よ
る
訳
注
で
は
、
外
国
人
（
化
外
）
同
士
の
犯
罪
は
同
類
の
場
合
は
出
身
国
の
法
を
、
異
類
の
場
合
は
国
法
を
適
用
す
る
と
い
う
名
例
章

第
四
〇
条
（「
諸
化
外
人
、
同
類
相
自
犯
者
、
各
依
本
俗
法
。
異
類
相
犯
者
、
以
法
律
論
」）
の
、
い
わ
ゆ
る
唐
律
以
来
の
属
人
法
主
義
の

原
則
の
精
神
を
準
用
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
﹇N

guyễ n&
T

ạ  1987:v.2,256

﹈。
こ
こ
に
化
外
人
と
蛮
獠
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る

と
同
時
に
、
化
外
の
場
合
と
異
な
り
、
蛮
獠
間
の
異
類
・
同
類
が
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
和
約
（
示
談
）
が
成

立
し
た
場
合
は
罪
に
問
わ
な
い
と
す
る
点
に
、
山
地
首
長
の
支
配
下
に
あ
る
蛮
獠
へ
の
律
適
用
の
限
定
性
、
消
極
性
が
表
れ
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
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F
は
鎮
場
の
蛮
獠
が
辺
境
地
域
の
住
民
を
襲
っ
た
場
合
の
処
罰
を
規
定
す
る
条
文
で
あ
る
が
、
王
朝
の
臣
民
が
被
害
に
あ
っ
た
場
合
に

か
ぎ
り
蛮
獠
に
も
例
外
的
に
盗
賊
律
を
適
用
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
蛮
獠
が
処
罰
対
象
と
な
る
条
文
で
は
な
い
が
、
条
文
D
・
J
に
お
い
て
は
蛮
獠
が
王
朝
官
僚
の
裁
判
権
の
対
象
と
な
る
こ
と
が

規
定
さ
れ
て
い
る
）
7
（

。
た
だ
し
、
E
の
条
文
か
ら
推
し
量
る
に
、
首
長
の
支
配
下
に
あ
る
蛮
獠
全
般
が
王
朝
裁
判
権
の
対
象
範
囲
と
想
定
さ

れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
前
出
条
文
B
の
鎮
場
の
よ
う
な
蛮
獠
と
京
人
が
接
触
を
も
つ
よ
う
な
空
間
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
王
朝
の
法
秩
序
の
中
に
蛮
獠
が
直
接
関
係
す
る
条
文
を
見
て
き
た
が
、
そ
の
他
の
保
護
規
定
の
多
く
が
地
方
に
赴
い
た
官
人
が

蛮
獠
に
接
す
る
際
の
禁
止
事
項
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
蛮
獠
が
国
法
た
る
『
刑
律
』
に
言
及
さ
れ
る
の

は
、
交
易
や
貢
納
・
徴
税
、
軍
事
遠
征
な
ど
を
通
じ
て
、
京
人
（
主
に
文
武
の
官
人
）
が
辺
境
の
住
民
と
関
わ
る
機
会
あ
る
い
は
空
間
に

お
け
る
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
七
二
二
条
中
わ
ず
か
三
条
に
し
か
蛮
獠
が
処
罰
対
象
と
し
て
明

記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
て
も
、
首
長
支
配
下
に
あ
る
「
一
般
」
蛮
獠
は
原
則
と
し
て
は
律
の
適
用
対
象
外
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
）
8
（

。
そ
の
一
方
で
、
国
家
の
基
本
法
典
で
あ
る
『
刑
律
』
に
蛮
獠
が
表
れ
る
こ
と
は
中
国
律
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ

り
、
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
）
9
（

。『
刑
律
』
中
の
蛮
獠
に
関
わ
る
条
文
は
、
基
本
的
に
中
華
の
法
支
配
の
外
縁
に
存
在

す
る
人
々
と
し
て
の
蛮
獠
の
位
置
づ
け
を
表
す
と
同
時
に
、
活
発
な
経
済
交
換
や
辺
防
な
ど
を
通
じ
て
蛮
獠
が
王
朝
（
に
関
わ
る
人
々
）

に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
点
、
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
国
家
の
華
夷
意
識
に
お
け
る
自
他
の
差
異
化
と
異
民
族
観
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
重
要
と
な
る
の
は
自

他
を
区
切
る
境
界
認
識
で
あ
る
。
諸
蛮
国
に
君
臨
す
る
と
い
う
帝
国
観
念
﹇
桃
木
二
〇
一
一
：
一
九
二
」
を
自
己
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

た
西
方
、
南
方
に
つ
い
て
は
、
曖
昧
な
領
域
認
識
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
中
国
と
い
う
も
う
一
つ
の
中
華
が
存
在
す
る
北
方
に
お

8
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い
て
は
比
較
的
明
瞭
な
境
界
認
識
が
存
在
し
た
と
さ
れ
る
﹇
古
田
一
九
九
一
﹈。
こ
う
し
た
方
面
に
よ
る
境
界
認
識
の
差
異
は
京
人
以
外

の
世
界
に
住
む
人
々
に
対
す
る
認
識
に
も
影
響
し
た
。
西
南
方
に
つ
い
て
は
、
蛮
獠
の
世
界
と
外
国
と
は
ほ
ぼ
同
義
と
な
る
が
、
蛮
獠
の

世
界
を
無
限
に
広
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
北
方
に
お
い
て
は
、
政
治
的
境
界
の
外
側
の
人
々
は
た
だ
の
蛮
獠
で
は
な
く
「
化
外
（
の
人
、

民
）」
と
な
っ
た
。
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
明
示
す
る
史
料
は
な
い
も
の
の
、
国
境
の
向
こ
う
は
北
の
中
華
の
教
化
が
及
ぶ
（
べ
き
）
空
間
で

あ
る
か
ら
、
南
の
中
華
の
教
化
の
及
ば
ぬ
「
化
外
」
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
）
10
（

。

以
上
の
よ
う
な
華
夷
観
念
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
境
界
認
識
を
背
景
に
、
黎
朝
前
期
に
は
周
辺
の
諸
民
族
の
こ
と
を
、
漠
然
と
山
蛮
や
蛮

獠
、
蛮
人
な
ど
と
呼
ん
で
い
た
。
自
ら
が
中
華
と
し
て
振
舞
う
た
め
の
蛮
獠
の
存
在
は
、
い
わ
ば
自
己
を
参
照
す
る
た
め
の
媒
介
的
存
在

で
あ
り
、
そ
の
た
め
『
刑
律
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
蛮
獠
の
中
身
は
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
ず
、
ま
た
蛮
獠
の
住
む
世
界
と
外
国
（
化

外
）
と
の
区
別
も
、
も
う
一
つ
の
中
華
が
存
在
す
る
北
方
に
し
か
存
在
し
な
か
っ
た
。
京
人
に
と
っ
て
の
内
外
の
別
の
根
幹
を
な
し
て
い

た
中
国
出
身
者
に
対
す
る
客
人
、
北
人
、
呉
人
な
ど
の
呼
称
を
除
き
、
領
域
内
の
人
間
集
団
を
文
化
的
属
性
な
ど
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ

と
は
基
本
的
に
は
な
か
っ
た
）
11
（

。
そ
れ
が
一
八
世
紀
に
な
る
と
史
料
上
に
儂
人
を
は
じ
め
国
内
の
非
キ
ン
住
民
を
区
分
し
て
識
別
す
る
例
が

見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
次
章
で
は
そ
の
過
程
と
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

二　

儂
人
と
越
境

（
１
）
中
国
の
儂
人
、
ベ
ト
ナ
ム
の
儂
人

一
八
世
紀
の
著
名
な
黎
朝
の
文
人
官
僚
黎
貴
惇
が
著
し
た
『
見
聞
小
録
』
巻
六
封
域
に
は
、「
宣
光
處
有
諸
種
人
、
一
曰
…
」
と
い
う

書
き
出
し
で
宣
ト
ゥ
エ
ン
ク
ワ
ン光
地
方
に
居
住
す
る
様
々
な
「
種
人
）
12
（

」
の
名
称
が
、
集
団
の
説
明
と
と
も
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
（
表
2
）、
前
章
で
述
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べ
た
京
人
と
蛮
獠
（
及
び
化
外
人
）
と
い
う
中
心
か
ら
外
縁
に
広
が
る
ベ
ト
ナ
ム
の
中
華
的
世
界
観
を
反
映
し
た
異
民
族
認
識
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
る
の
が
儂
（
人
）
で
あ
る
。

儂
人
の
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
北
部
山
地
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
大
陸
部
山
地
世
界
の
他
地
域
と
同
様
、
多
様
な
言
語
、
文
化
背
景
、
生

業
形
態
の
民
族
集
団
が
山
頂
部
、
山
腹
部
、
盆
地
・
河
谷
平
野
部
の
そ
れ
ぞ
れ
に
高
度
差
に
応
じ
た
棲
み
分
け
を
行
い
な
が
ら
生
活
を

営
ん
で
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
北
部
山
地
で
見
ら
れ
る
典
型
的
な
棲
み
分
け
は
、
山
頂
部
に
ヤ
オ
・
ミ
ャ
オ
語
系
、
山
腹
部
に
モ
ン
・
ク

メ
ー
ル
語
系
、
平
地
部
に
タ
イ
語
系
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
彼
ら
の
う
ち
、
ヤ
オ
・
ミ
ャ
オ
系
の
高
地
民
は
比
較
的
最
近
（
近
二
、

三
百
年
）
の
移
住
者
で
あ
り
、﹇
表
２
﹈
で
は
⑥
の
蛮
人
七
族
と
総
称
さ
れ
た
移
動
焼
畑
耕
作
を
行
う
（
刀
耕
火
耨
遷
徙
不
常
）
集
団
に

相
当
す
る
。
ス
コ
ッ
ト
の
言
う
国
家
支
配
を
拒
絶
す
る
山
地
民
も
主
に
は
彼
ら
高
地
民
を
想
定
し
て
い
る
。
他
方
、
タ
イ
系
住
民
が
灌
漑

水
稲
稲
作
技
術
と
と
も
に
盆
地
底
面
に
定
着
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
一
千
年
紀
か
ら
二
千
年
紀
の
変
わ
り
目
の
前
後
と
さ
れ

て
い
る
。
タ
イ
系
住
民
は
、
森
林
産
物
の
交
易
な
ど
で
は
低
地
の
京
人
と
山
頂
、
山
腹
の
民
と
の
仲
介
者
と
の
役
割
を
果
た
す
と
い
う
戦

略
的
な
立
場
に
あ
り
﹇M

ichaud 2007:34
﹈、
前
章
で
検
討
し
た
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
が
認
識
し
て
い
た
蛮
獠
と
い
う
の
も
大
部
分
は
タ
イ
系

集
団
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
右
の
よ
う
な
社
会
空
間
の
構
成
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
）。

儂
人
も
タ
イ
系
で
あ
る
が
、
当
初
よ
り
北
部
山
地
の
平
地
部
を
占
め
て
い
た
主
要
集
団
で
は
な
い
。
現
在
越
北
地
方
と
呼
ば
れ
る
中
国

雲
南
東
部
と
広
西
と
境
界
を
接
す
る
地
域
の
主
な
タ
イ
系
住
民
は
現
在
の
民
族
区
分
で
い
う
と
タ
イ
ー
族
及
び
儂
人
と
同
一
視
さ
れ
る
ヌ

ン
族
で
あ
る
が
、
ベ
ト
ナ
ム
民
族
学
に
お
い
て
は
、
中
国
の
壮
チ
ュ
ワ
ン

族
も
含
め
、
も
と
も
と
一
つ
の
タ
イ
系
民
族
集
団
（
古
タ
イ
族
）
で
あ

り
、
一
一
世
紀
の
儂
智
高
の
王
国
崩
壊
後
、
ベ
ト
ナ
ム
側
に
居
住
し
ベ
ト
ナ
ム
の
影
響
を
強
く
受
け
た
集
団
が
タ
イ
ー
族
（
植
民
地
期
ま

で
は
ト
ー
（
土
）
と
呼
ば
れ
た
）
と
な
り
、
中
国
側
に
残
り
漢
化
が
進
ん
だ
集
団
（
壮
・
ヌ
ン
）
の
内
、
後
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
側
に
移
住
し

た
者
が
ヌ
ン
族
と
な
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
き
た
﹇L

ã&
Đ
ăng 1968

﹈。
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⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①
咤
聚

玀
猓

舎
外

蠻
人
七
族

呉
岸

造 貨
𠼔

黄
齒

儂

亦
如
玀
猓
種
、
但
好
服
斑
爛
赤
白
之
衣
。
其
娶
妻
以
遊
市
日
有
説
意
者
卽
歸
取
居
數
月
始
聘
之
。
有
大
故
者
卽
使
婦
人
舁
葬
不
問
何
所
、
次

日
種
大
芭
蕉
樹
於
庭
聚
哭
相
率
埋
之
、
又
次
日
取
生
羊
一
隻
繋
堂
内
、
又
聚
哭
尽
哀
宰
羊
共
啖
以
爲
除
服
。
亦
善
鼻
飮
。
從
來
散
居
聚
龍
社

亦
受
兵
役
。

男
婦
皆
深
衣
短
裙
至
膝
、
束
髪
於
頂
披
黒
巾
、
只
婦
裙
有
二
重
、
女
子
十
三
十
四
歳
以
上
燒
剥
沙
木
皮
取
中
嫩
者
爲
包
帶
繋
腰
、
不
慣
扛
擔

重
輕
諸
物
皆
戴
之
。
嫁
娶
無
倫
理
。
其
種
上
古
自
内
地
散
居
保
樂
州
各
社
山
上
、
耕
種
不
遷
徙
、
與
同
受
徭
役
。
男
子
善
銃
亦
以
射
獵
為
生
。

好
鼻
飮
、
毎
暑
倦
輙
啖
乾
炙
肉
樁
遏
果
和
鹽
與
清
水
入
瓢
杓
中
傾
杓
於
鼻
仰
而
飲
之
。
婦
人
不
食
猪
肉
。

男
子
長
髪
衣
大
袖
藍
白
衣
、
婦
人
藍
深
衣
無
領
緣
短
裙
椎
䯻
。
舊
多
居
保
樂
州
平
地
與
民
間
相
居
。
善
射
弩
箭
。

山
庄
・
山
子
・
高
蘭
三
族
、
青
蘭
靛
・
大
袖
衣
或
白
衣
長
髪
椎
䯻
、
山
蠻
・
山
半
・
山
猫
三
族
亦
然
、
漢
文
・
保
全
二
族
髠
髪
布
束
花
布
巾

青
衣
短
裙
。
皆
居
大
山
林
、
刀
耕
火
耨
遷
徙
不
常
。
供
納
季
税
。
善
弩
箭
。
諸
鎭
皆
有
之
。

始
自
廣
西
田
州
而
來
。
男
子
薙
髪
短
衣
圓
領
、
婦
人
短
衣
椎
䯻
。
多
居
保
樂
・
渭
川
・
大
蠻
等
州
、
高
・
諒
・
興
亦
有
之
。
耕
作
商
賈
、
受

所
在
徭
役
。
勇
健
善
水
、
慣
掉
獨
木
船
、
傭
戴
客
貨
。
粗
飮
大
嚼
、
不
知
禮
法
。

皆
廣
南
〔
西
〕・
開
化
等
府
與
富
州
土
人
。
常
以
歳
八
九
十
月
合
夥
齎
銀
、
來
聚
龍
各
村
買
木
綿
粒
、
治
作
滿
貯
、
待
臘
節
擔
回
内
地
。
其
來

者
或
五
六
十
人
或
百
餘
人
、
無
本
者
亦
時
劫
行
梭
。
飮
食
不
擇
、
衣
服
不
洗
。
乙
未
年
、
黃
文
桐
從
役
送
星
廠
、
曽
募
爲
兵
、
給
毎
率
七
兩
、

収
得
七
百
一
人
、
三
月
初
放
遣
。

皆
湖
廣
人
、
識
金
銀
銅
鐵
氣
。
到
處
結
夥
、
伴
開
庯
店
、
鑿
甑
煮
鑛
。
終
歳
服
勤
。
袍
衫
剃
髪
如
北
國
。
無
携
家
小
、
居
處
整
潔
。
時
常
往

返
、
所
得
銀
貨
回
。
其
居
聚
龍
銅
廠
約
三
四
千
人
。
太
・
諒
・
興
皆
有
之
。
又
有
潮
州
一
種
鑛
徒
、
亦
善
開
作
、
而
性
貪
悍
、
好
爭
奪
仇
殺
、

太
原
最
多
、
宣
光
無
之
。

多
向
武
州
人
、
好
染
齒
、
穿
山
渉
水
、
甚
捷
。
性
悍
無
類
、
不
治
生
業
、
只
好
摽
掠
、
從
前
爲
匪
、
常
乘
虛
掩
襲
、
偸
營
劫
寨
、
土
官
毎
驅

斥
、
不
使
居
住
。

皆
内
地
小
鎭
安
・
歸
順
・
龍
州
・
田
州
・
富
州
・
太
平
・
雷
・
泗
城
・
向
武
等
十
二
土
州
人
。
漂
居
本
國
、
耕
作
樹
藝
、
同
受
賦
役
。
青
衣

短
制
、
剃
髪
白
齒
。
有
來
寓
已
數
世
者
、
改
從
南
俗
。
土
官
常
有
許
他
田
一
二
爲
口
分
、
使
受
兵
率
。
諒
・
太
・
高
平
皆
有
之
。
小
鎭
安
人

最
純
質
、
田
・
富
二
州
人
多
頑
悍
、
歸
順
人
多
奸
狡
。

表
2　
『
見
聞
小
録
』
巻
六
邦
域
中
の
種
人
に
関
す
る
記
述

（
ハ
ン
ノ
ム
研
究
院
蔵
V
H
v
一
三
二
二
本
（
三
九
―
四
一
葉
）
を
底
本
と
し Lê Q

uy Đ
ôn tuyển tập, tập 5 K

iến V
ăn Tiểu Lục （N

xb. G
iáoD

ụ c, 2009

）
所

収
影
印
に
よ
り
補
訂
）
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こ
の
よ
う
な
政
治
的
国
境
と
民
族
境
界
を
重
ね
合
わ
せ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
見
方
に
対
し
、
諒ラ
ン

山ソ
ン

地
方
の
タ
イ
ー
・
ヌ
ン
社

会
を
分
析
し
た
伊
藤
正
子
は
、
移
住
時
点
で
の
社
会
環
境
条
件
の
差
異
を
重
視
し
、
両
者
と
も
中
国
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
が
、
先
住

集
団
で
あ
る
「
土
着
の
人
」（
ト
ー
）
と
、
後
か
ら
移
住
し
た
た
め
、
小
作
人
と
な
る
か
条
件
の
悪
い
土
地
を
耕
作
す
る
こ
と
に
な
っ
た

「
新
参
者
」（
ヌ
ン
）
と
の
対
立
構
図
が
、
近
代
的
民
族
概
念
の
も
た
ら
さ
れ
た
植
民
地
期
以
降
に
民
族
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
定
着
し
て

い
っ
た
と
す
る
﹇
伊
藤
二
〇
〇
三
﹈
）
13
（

。
た
だ
、
歴
史
上
に
現
れ
る
儂
人
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、
い
ず
れ
の
見
方
で
も
、
中
国
側
史
料
に

も
儂
人
と
し
て
記
録
さ
れ
る
集
団
が
存
在
す
る
こ
と
を
無
視
し
て
お
り
、
中
国
の
儂
人
（
布
儂
と
も
呼
ば
れ
壮
族
の
支
系
と
さ
れ
る
）
と

ベ
ト
ナ
ム
の
ヌ
ン
を
関
連
づ
け
る
壮
族
研
究
の
動
向
﹇
塚
田
二
〇
〇
六
、
范
・
劉
等
二
〇
一
五
な
ど
﹈
と
の
整
合
が
問
題
と
な
ろ
う
。
く

わ
え
て
、
こ
う
し
た
ヌ
ン
族
の
民
族
形
成
史
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
越
境
移
住
は
断
続
的
に
継
起
す
る
事
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

移
住
時
期
や
そ
の
背
景
に
大
き
な
関
心
は
払
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。『
見
聞
小
録
』
に
つ
い
て
も
、
儂
人
の
移
住
が
確
認
さ
れ
る
最

初
期
の
史
料
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
移
住
の
背
景
あ
る
い
は
な
ぜ
史
料
に
儂
人
が
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い

う
こ
と
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
儂
人
の
越
境
が
記
さ
れ
る
時
代
に
定
位
し
、
儂
人
が
記
録
さ
れ
る
中
越
双
方
の
史
料

を
検
討
し
た
上
で
、
ベ
ト
ナ
ム
側
で
認
識
さ
れ
る
儂
人
が
い
か
な
る
集
団
で
あ
っ
た
か
を
整
理
し
、
そ
こ
か
ら
越
境
者
と
し
て
の
儂
人
の

実
態
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

管
見
の
か
ぎ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
の
年
代
記
史
料
の
中
で
、
特
定
の
異
民
族
集
団
を
指
す
言
葉
と
し
て
初
め
て
儂
人
の
語
が
用
い
ら
れ

た
例
は
、
朝
廷
軍
の
討
伐
を
受
け
た
宣
光
の
武
氏
一
族
の
武
公
俊
が
雲
南
の
土
官
の
助
け
を
得
て
反
攻
し
て
き
た
と
い
う
『
大
越
史
記
全

書
続
編
』（
以
下
、『
続
編
』）
中
の
一
六
八
五
（
正
和
六
）
年
正
月
〜
六
月
条
の
記
事
で
あ
る
。

宣
光
の
叛
乱
軍
の
将
、
武
公
俊
が
辺
境
を
荒
ら
す
。
こ
れ
よ
り
先
、
公
俊
が
雲
南
に
逃
げ
込
み
、
儂
姓
の
土
官
を
頼
り
、
土
兵
と
儂

12
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人
を
糾
合
し
て
、
宣
光
・
興
化
地
方
の
辺
境
地
域
を
襲
い
、
辺
境
の
民
を
騒
が
せ
た
。
そ
こ
で
鎮
守
の
阮
公
朝
に
命
じ
て
朝
廷
軍
を

率
い
て
征
討
さ
せ
た
。

こ
こ
で
儂
人
と
い
う
言
葉
は
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
人
間
で
あ
る
武
公
俊
配
下
の
土
兵
と
対
比
さ
せ
る
形
で
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
儂
姓
の

土
官
を
頼
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
儂
人
は
儂
姓
土
官
配
下
の
人
々
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
）
14
（

。

他
方
、
中
国
側
の
現
存
史
料
に
お
け
る
儂
人
と
い
う
名
称
の
初
出
は
、
景
泰
六
（
一
四
五
四
）
年
の
序
を
持
つ
『
雲
南
図
経
志
書
』
と

思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
青
衣
を
用
い
る
と
い
う
『
見
聞
小
録
』
の
記
事
と
共
通
す
る
特
徴
と
と
も
に
、
儂
智
高
の
子
孫
と
伝
え
ら
れ
る

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
15
（

。
こ
の
記
述
は
以
降
の
中
国
の
地
方
志
な
ど
に
引
き
継
が
れ
る
が
、『
見
聞
小
録
』
と
同
時
代
の
地
方
志
（
乾
隆

『
雲
南
通
志
』
な
ど
）
に
直
接
継
承
さ
れ
る
描
写
を
提
供
し
た
の
は
天
啓
五
（
一
六
二
五
）
年
編
纂
の
『
滇
志
』
の
記
事
で
あ
る
。

儂
人
。
そ
の
種
族
は
広
南
府
に
お
り
、
そ
の
風
俗
は
僰
夷
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
そ
の
首
長
は
儂
智
高
の
末
裔
で
あ
り
、
配
下
の
彝

人
は
そ
れ
に
ち
な
ん
で
儂
と
呼
ば
れ
る
。
複
層
の
家
屋
に
は
椅
子
が
な
く
、
蓆
を
敷
い
て
座
り
、
梯
子
状
の
階
段
の
下
で
靴
を
脱

い
で
か
ら
家
に
上
が
る
。
犬
や
鼠
を
食
べ
る
。
婦
人
は
丈
の
短
い
服
と
、
裾
の
長
い
ス
カ
ー
ト
を
身
に
着
け
、
男
子
は
青
い
模
様
の

入
っ
た
帽
子
を
か
ぶ
り
、
身
に
着
け
る
粗
布
は
細
い
葛
糸
で
織
っ
た
布
の
よ
う
で
あ
る
。
銃
の
扱
い
に
秀
で
て
お
り
、
銃
は
ベ
ト
ナ

ム
か
ら
入
手
し
て
い
る
。
武
器
、
防
具
を
寝
所
で
も
手
放
さ
ず
、
日
々
戦
闘
に
明
け
暮
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
王
弄
山
・
教
化
三
部
長

官
司
〔
引
用
者
注
―
広
南
府
の
西
に
位
置
す
る
開
化
府
の
土
司
管
区
〕
に
も
い
る
が
、
も
と
は
広
南
か
ら
の
流
民
で
あ
る
）
16
（

。

こ
こ
で
は
儂
人
の
由
来
を
、
儂
智
高
の
後
裔
の
首
長
姓
で
あ
る
儂
に
因
ん
で
い
る
（
儂
智
高
に
因
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
と
説
明
さ

13



れ
て
お
り
、
前
掲
ベ
ト
ナ
ム
史
料
の
記
述
と
も
符
合
す
る
。

儂
と
い
う
集
団
名
の
由
来
及
び
意
味
に
つ
い
て
は
、
タ
イ
系
言
語
で
森
林
を
表
すdong

（
壮
語
で
はdon

）
が
訛
化
し
た
も
の
で
あ

り
、
木
々
に
覆
わ
れ
た
深
山
の
居
住
空
間
に
由
来
す
る
と
い
う
説
も
存
在
す
る
﹇
農
二
〇
〇
六
、
范
・
劉
等
二
〇
一
五
：
二
六
―
二
八
﹈。

雲
南
東
部
と
ベ
ト
ナ
ム
の
境
界
地
域
に
隴
が
付
く
地
名
が
多
く
分
布
し
て
い
る
こ
と
や
、
儂
人
の
別
称
と
し
て
隴
人
を
あ
げ
る
史
料
が

あ
る
。「
隴
」（
漢
語lǒng

）
は
漢
字
本
来
の
意
味
で
は
丘
や
畔
な
ど
大
地
の
隆
起
し
た
と
こ
ろ
を
指
す
が
、
儂
人
居
住
地
域
で
は
森
林

の
意
味
で
解
さ
れ
、
タ
イ
系
言
語
で
は
頭
子
音
の
d
音
と
l
音
は
区
別
さ
れ
な
い
傾
向
が
あ
る
の
で
同
じ
くdong

の
転
訛
と
考
え
ら
れ

る
）
17
（

）
こ
と
を
考
え
て
も
、
儂
人
と
森
林
と
は
歴
史
的
に
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
。

ま
た
、
こ
の
史
料
の
後
段
に
お
い
て
、
儂
人
が
銃
の
扱
い
に
優
れ
た
軍
事
集
団
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
当
時
儂

人
が
勇
猛
さ
と
銃
を
扱
う
技
術
に
よ
り
半
ば
傭
兵
集
団
の
よ
う
な
形
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
は
他
の
地
方
志
な
ど
で
も
確
認
で
き
る
）
18
（

。
儂

人
が
武
器
を
ベ
ト
ナ
ム
側
か
ら
入
手
し
た
と
い
う
記
述
と
あ
わ
せ
て
先
の
ベ
ト
ナ
ム
側
年
代
記
の
史
料
を
読
み
直
せ
ば
、
単
に
根
拠
地
を

逐
わ
れ
た
武
氏
が
単
に
中
国
側
に
逃
げ
込
ん
で
反
転
攻
勢
を
期
し
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
軍
事
力
を
通
じ
た
儂
人
と
武
氏
政
権
と
の
密

接
な
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。『
見
聞
小
録
』（
表
2
①
）
に
も
、「
移
住
し
て
す
で
に
数
世
代
経
ち
、
ベ
ト
ナ
ム
側
の
習
俗
に
改

め
て
い
る
者
が
お
り
、
土
官
）
19
（

が
彼
ら
に
耕
田
を
分
給
し
、
兵
役
を
課
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
で
、
武
氏
政
権
時
代
か
ら
兵
力
と
し
て
儂
人

が
招
来
さ
れ
、
定
住
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。〔
表
2
④
〕
の
造
も
、
聚
龍
銅
山
を
支
配
し
て
い
た
首
長
黄
文
桐
に
一
人
七
両

と
い
う
高
給
で
傭
兵
と
し
て
雇
わ
れ
た
と
あ
り
、
活
発
な
経
済
開
発
に
よ
り
生
ま
れ
た
富
を
巡
っ
て
抗
争
が
噴
出
し
て
い
た
当
時
の
山
地

世
界
に
お
い
て
、
火
器
技
術
が
儂
人
の
よ
う
な
耕
地
に
恵
ま
れ
な
い
地
域
の
住
民
に
と
っ
て
の
新
た
な
生
計
手
段
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
人
々
が
増
加
し
、
拡
散
す
る
こ
と
は
さ
ら
な
る
社
会
流
動
を
生
む
こ
と
を
意
味
し
た
）
20
（

。

他
方
で
、
ベ
ト
ナ
ム
史
料
に
現
れ
る
儂
人
が
中
国
史
料
上
の
儂
人
と
完
全
に
合
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
儂
の
出
身
地
に
つ
い
て
、

14
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『
見
聞
小
録
』
に
あ
げ
ら
れ
る
十
二
州
の
う
ち
、
州
名

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
九
つ
の
地
名
の
位
置
に
つ
い
て

は
、
小
鎮
安
・
帰
順
・（
下
）
雷
州
・
向
武
（
鎮
安

府
）、
龍
州
・
太
平
（
太
平
府
）・
田
州
（
思
恩
府
）・

富
州
（
広
南
府
）・
泗
城
（
泗
城
府
）
と
な
り
、
龍
州
・

太
平
な
ど
は
西
江
右
岸
（
以
南
）
の
現
在
の
民
族
分
類

で
い
う
壮
族
の
優
勢
な
地
域
で
あ
り
、
中
原
の
人
々
か

ら
見
て
「
猺
獞
」
の
住
ま
う
地
で
あ
っ
た
）
21
（

【
地
図
】。

地
域
的
に
み
て
も
、
小
鎮
安
の
儂
人
に
対
す
る
叙
述
を

み
て
も
、
先
に
み
た
よ
う
な
広
南
の
戦
闘
能
力
に
優
れ

た
儂
人
の
姿
は
ベ
ト
ナ
ム
側
史
料
に
見
え
る
儂
人
の
姿

の
一
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
い
。
中
国
側
史
料
に
お
い
て

儂
人
は
あ
く
ま
で
特
定
地
域
に
居
住
す
る
一
地
方
集
団

と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ト
ナ
ム
史
料

に
お
い
て
は
広
範
な
地
域
的
拡
が
り
と
強
烈
な
存
在
感

を
放
っ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
史
料
に
は
国
内
に
居
住
す

る
民
族
名
称
と
し
て
猺
も
獞
も
現
れ
な
い
が
、
そ
も
そ

も
広
西
で
多
数
を
占
め
、
流
動
性
が
高
い
猺
獞
と
さ
れ

【地図】ベトナム北部山地と中越境界地域（18世紀）
○： 『見聞小録』に見える儂人の出身州（位置比定は譚其驤（主編）『中国歴史地図集』

第8分冊　清時期（三聯書店、1992）に基づく）
：中越間の関所（三関）　※地図中の国境線は現在のもの
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た
人
々
が
こ
の
時
期
に
ベ
ト
ナ
ム
に
移
住
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
よ
う
か
。
実
際
に
は
黎
貴
惇
自
身
、
獞
と
儂
を
同
一
視
し

て
い
た
と
思
わ
れ
る
史
料
も
あ
り
）
22
（

、
ベ
ト
ナ
ム
側
で
儂
人
と
さ
れ
た
人
々
の
中
に
は
中
国
側
で
猺
獞
（
特
に
獞
）
と
さ
れ
た
人
々
も
多
く

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
の
か
を
、
ベ
ト
ナ
ム
史
料
に
見
え
る
具

体
的
な
儂
人
の
姿
の
検
討
を
通
し
て
考
察
し
て
ゆ
く
。

（
２
）
儂
人
の
越
境
移
住
の
実
態
と
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
の
認
識

『
見
聞
小
録
』
に
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
ヌ
ン
族
の
移
住
の
文
脈
で
強
調
さ
れ
て
き
た
開
拓
農
民
と
し
て
以
外
に
も
、
こ

の
時
代
の
北
部
山
地
の
経
済
開
発
に
儂
人
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
同
時
代
の
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
。
そ
の
一
例
と
し

て
、
ハ
ノ
イ
の
政
権
に
お
い
て
儂
人
が
鉱
山
開
発
の
労
働
力
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
史
料
が
、
華
人
に
よ
る
野
放
図
な

開
発
に
危
機
を
抱
い
た
廷
臣
裴
仕
暹
に
よ
る
一
七
三
一
年
の
鄭
王
へ
の
啓
文
で
あ
る
。

裴
仕
暹
は
、
ま
ず
当
時
の
鉱
山
開
発
や
森
林
産
物
採
取
の
状
況
に
つ
い
て
、（
A
）
以
前
は
ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
雇
わ
れ
儂
人
と
地
方
住

民
（
本
国
他
雇
儂
人
与
地
方
民
）
に
よ
っ
て
鉱
山
や
山
林
の
桂
皮
で
の
採
掘
・
採
取
が
行
わ
れ
て
い
た
、（
B
）
近
年
、
産
量
が
増
え
専

売
法
を
施
行
す
る
と
、
多
く
の
現
場
監
督
官
（
看
守
、
桂
戸
）
は
華
人
を
集
め
て
役
務
に
当
た
ら
せ
、
つ
い
に
は
遠
方
の
異
類
ま
で
呼
び

寄
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
、（
C
）
登
録
さ
れ
た
規
定
数
を
越
え
て
多
数
の
人
々
が
集
ま
り
、
時
に
は
華
人
が
現
場
監
督
官
と
な
っ
て
山
林

を
占
拠
し
、
儂
人
を
従
え
、
非
法
の
限
り
（
贋
金
武
器
密
造
、
殺
人
誘
拐
な
ど
）
を
尽
く
し
て
い
る
、
と
説
明
す
る
。
こ
う
し
た
大
規
模

開
発
が
当
該
地
域
の
治
安
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
現
状
を
重
く
見
た
裴
仕
暹
は
、（
D
）
山
地
の
資
源
は
国
家
財
政
を
助
け
る
も
の
だ
が
実

際
に
税
と
し
て
国
庫
に
入
る
も
の
は
一
％
に
も
満
た
ず
、
ほ
と
ん
ど
は
山
師
達
の
手
に
落
ち
る
の
で
あ
り
、
周
辺
の
山
地
ま
で
外
国
人
労

働
者
が
埋
め
尽
く
し
て
い
る
よ
う
な
状
況
は
僅
か
な
利
益
に
見
合
う
も
の
で
は
な
い
、（
E
）
ま
し
て
や
彼
ら
は
我
々
の
族
類
で
は
な
い

16
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た
め
、
ス
パ
イ
や
反
乱
の
温
床
と
も
な
る
と
し
て
、（
F
）
新
規
開
発
の
停
止
、
外
国
人
労
働
者
の
雇
用
禁
止
、
華
人
の
現
場
監
督
官
の

罷
免
、
す
で
に
三
世
代
を
経
て
戸
籍
登
録
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
移
民
の
定
住
禁
止
を
実
行
す
る
よ
う
訴
え
た
）
23
（

。

国
内
の
華
人
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
華
人
商
人
の
居
留
区
の
設
定
や
定
住
者
の
編
籍
、
ベ
ト
ナ
ム
習
俗
へ
の
改
風
な
ど
、
一
七
世
紀
半

ば
か
ら
度
々
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
が
低
地
で
す
ら
実
効
性
に
疑
問
符
が
つ
く
中
﹇
蓮
田
二
〇
〇
五
：
七
九
﹈、
ハ
ノ
イ
か
ら
遠
く
離
れ
、

行
政
統
治
の
制
度
的
裏
付
け
も
な
い
山
岳
地
帯
で
の
華
人
の
統
制
は
現
実
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
裴
仕
暹
は
本
条
を
含
め

全
十
条
に
及
ぶ
直
言
を
連
ね
た
が
鄭
王
の
不
興
を
買
っ
て
失
脚
す
る
（『
続
編
』
同
年
六
―
九
月
条
）。
あ
る
い
は
利
権
の
喪
失
を
恐
れ
た

他
の
廷
臣
の
画
策
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
統
制
策
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
裴
仕
暹
が
危
惧
し
た
通
り
、
沙
人

な
ど
中
国
側
か
ら
武
装
し
た
異
類
が
到
来
跋
扈
し
（
注
二
〇
参
照
）、
華
人
労
働
者
の
数
は
膨
れ
上
が
っ
て
出
身
地
集
団
間
で
闘
争
（
械

闘
）
が
発
生
す
る
よ
う
に
な
る
。
一
七
六
七
（
景
興
二
八
）
年
、
北
部
山
地
最
大
の
銀
山
で
あ
っ
た
送
星
銀
山
に
お
い
て
大
規
模
な
械
闘

事
件
が
発
生
す
る
に
及
び
裴
仕
暹
の
献
言
を
再
び
取
り
上
げ
た
太
原
督
同
呉
時
仕
の
意
見
に
従
い
、
送
星
銀
山
に
軍
を
派
遣
し
、
国
俗
に

従
い
編
籍
を
願
う
者
の
み
を
「
本
国
化
韋
儂
人
」
と
と
も
に
採
掘
す
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
他
の
者
は
清
側
に
送
還
す
る
こ
と
が
決
ま
る

が
、
進
軍
途
中
で
鄭
王
が
薨
去
し
た
こ
と
も
あ
り
華
人
の
排
除
は
沙
汰
や
み
と
な
っ
た
（『
続
編
』
同
年
六
月
条
）。
そ
の
後
も
一
八
世
紀

を
通
じ
て
多
数
の
華
人
労
働
者
に
よ
り
開
発
が
行
わ
れ
る
状
況
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
）
24
（

。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
儂
人
が
華
人
に
先
ん
じ
て
鉱
山
労
働
者
と
し
て
開
発
に
参
加
し
て
い
た
事
実
と
と
も
に
、「
外
国
（
化
外
）

客
人
」「
外
国
異
類
」
に
対
し
て
「
本
国
他
雇
儂
人
／
化
韋
儂
人
」
と
い
う
よ
う
に
儂
人
が
ベ
ト
ナ
ム
の
住
民
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
）
25
（

。
つ
ま
り
、
儂
人
も
土
着
の
住
民
と
は
異
な
る
外
国
（
中
国
）
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

警
戒
す
べ
き
華
人
や
新
来
の
移
住
者
と
比
べ
て
、
移
住
先
で
の
順
応
が
進
ん
で
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
危
険
性
が
少
な
い
（
管
理
し
や
す

い
）
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
数
世
代
前
か
ら
移
住
し
て
き
て
す
で
に
ベ
ト
ナ
ム
側
の
（「
キ
ン
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族
の
」
で
は
な
い
）
習
俗
に
同
化
し
定
着
し
て
い
る
者
が
多
く
い
る
こ
と
（
後
述
す
る
よ
う
に
清
朝
支
配
下
で
政
治
的
属
性
を
辮
髪
と
い

う
形
で
身
体
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
大
き
な
影
響
が
あ
っ
た
）、
現
地
の
土
官
と
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
土
官
を
通
じ
て
一
定

の
統
制
を
及
ぼ
す
こ
と
が
期
待
で
き
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
海
陸
か
ら
多
く
の
外
国
人
が
到
来
し
、
ハ
ノ
イ
の
王
権
に
属
す
と
考
え
る

空
間
に
多
く
の
「
化
外
」
を
抱
え
込
む
状
況
が
生
ま
れ
る
と
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
蛮
獠
（
内
な
る
他
者
）
と
化
外
（
外
在
の
他
者
）

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
み
で
は
も
は
や
十
分
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
黎
朝
は
か
つ
て
蛮
獠
と
呼
ん
で
い
た
在
地
首
長
支
配
下
の
住
民

を
土
民
と
し
て
編
戸
し
、
国
内
に
居
住
す
る
華
人
に
も
編
戸
の
民
と
な
る
こ
と
を
求
め
る
一
方
で
、
土
着
住
民
と
華
人
・
そ
の
他
の
異
民

族
の
間
に
位
置
す
る
「
比
較
的
順
応
度
の
高
い
移
住
者
」
と
し
て
儂
人
と
い
う
新
し
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。

土
官
の
側
で
も
山
地
民
勢
力
の
圧
迫
や
反
乱
勢
力
の
活
動
に
よ
り
住
民
の
統
率
能
力
の
限
界
が
露
呈
す
る
中
、
代
替
労
働
力
と
し
て
儂

人
を
必
要
と
し
て
お
り
、
例
え
ば
紅
河
流
域
の
水
尾
州
の
銅
鉱
山
の
開
発
を
請
け
負
っ
た
首
長
は
開
発
労
働
力
兼
私
兵
集
団
と
し
て
儂
人

を
招
集
し
た
）
26
（

。
越
境
者
自
身
に
と
っ
て
も
、
ベ
ト
ナ
ム
側
で
「
儂
人
と
な
る
」
こ
と
は
時
に
戦
略
的
な
選
択
肢
の
一
つ
と
な
り
え
た
で
あ

ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
が
一
八
世
紀
の
史
料
に
儂
人
が
多
く
記
録
さ
れ
る
理
由
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
新
た
に
存
在
が
認
識
さ
れ
た
人
々
を
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
国
境
の
維
持
の
た
め
に
政
治
的
に
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ

た
。
表
2
の
各
種
人
の
記
述
で
は
、
生
業
や
習
俗
に
加
え
て
、
視
覚
的
特
徴
、
特
に
髪
型
と
装
束
に
関
す
る
記
述
が
目
立
ち
（
傍
線
箇

所
）、
髪
型
及
び
装
束
へ
の
言
及
が
な
い
の
は
九
つ
の
種
の
内
、
②
黄
歯
と
④
造
の
み
で
あ
る
。
視
覚
的
特
徴
で
も
っ
て
集
団
間
を
区
別

す
る
こ
と
は
一
見
当
然
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
り
、
黎
貴
惇
も
参
照
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
中
国
の
地
方
志
な
ど
の
非
漢
族
に
関
す
る
記
述

に
共
通
す
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
近
代
国
民
国
家
の
民
族
分
類
の
よ
う
に
全
て
の
国
民
を
余
さ
ず
分
類
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
民
族
識
別
事
業
と
は
異
な
り
、
分
類
行
為
そ
の
も
の
に
必
然
的
意
味
を
も
た
な
い
本
書
の
記
述
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
ベ
ト
ナ

ム
史
料
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
採
用
し
た
こ
と
は
そ
れ
自
体
に
意
味
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
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表
2
の
種
の
説
明
は
、
宣
光
地
方
に
関
す
る
記
述
中
に
登
場
す
る
が
、
一
六
世
紀
以
来
、
武
氏
政
権
が
支
配
し
て
い
た
同
地
は
武
氏
政

権
消
滅
後
、
清
朝
と
黎
朝
の
間
の
領
土
問
題
の
最
重
要
地
域
と
な
っ
た
。
特
に
当
時
ア
ジ
ア
最
大
規
模
の
生
産
量
を
誇
っ
て
い
た
と
さ

れ
る
聚
龍
銅
山
の
帰
属
を
巡
っ
て
は
、
雍
正
年
間
に
、
両
国
の
政
府
、
地
方
官
、
土
官
を
巻
き
込
ん
だ
大
問
題
と
な
っ
た
。
そ
の
経
緯

は
﹇
鈴
木
一
九
七
五
、L

anglet 1989

﹈
に
詳
し
い
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
境
界
を
争
う
際
に
清
朝
側
が
根
拠
と

し
た
の
が
、
地
方
志
の
記
述
、
税
糧
の
納
入
先
、
そ
し
て
住
民
の
習
俗
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
清
朝
側
は
当
地
の
住
民
は
袖
口
を

絞
っ
た
服
を
着
て
、
辮
髪
を
し
て
い
る
と
主
張
し
た
が
、
黎
朝
側
は
、
同
地
住
民
は
み
な
本
国
の
衣
服
を
着
て
、
髻
を
結
っ
て
お
り
、
清

側
の
官
僚
が
根
無
し
草
の
日
雇
い
で
い
る
だ
け
の
儂
人
を
清
朝
側
の
土
着
の
編
戸
で
あ
る
と
捻
じ
曲
げ
て
報
告
し
て
い
る
と
し
て
反
論
し

て
い
る
（『
史
料
旬
刊
』
雍
正
安
南
勘
界
案
「
安
南
国
来
柬
」
天
五
八
―
五
九
） 

。
こ
の
よ
う
に
、
境
界
地
域
の
住
民
が
ど
の
よ
う
な
習

俗
を
し
て
い
る
か
と
い
う
の
は
領
土
問
題
に
関
わ
る
重
大
事
で
あ
っ
た
。
特
に
儂
人
の
よ
う
に
、
清
側
に
根
拠
を
持
ち
、
辮
髪
の
習
慣
に

従
い
な
が
ら
ベ
ト
ナ
ム
側
に
到
来
す
る
人
々
は
一
歩
間
違
え
ば
清
朝
側
の
領
土
主
張
の
口
実
と
し
て
利
用
さ
れ
う
る
存
在
で
あ
っ
た
。
黎

朝
の
政
権
と
し
て
は
こ
う
し
た
越
境
者
（
国
境
管
理
が
限
定
的
な
状
況
に
お
い
て
当
事
者
に
越
境
の
認
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
に
し

て
）
の
情
報
を
明
確
に
し
、
把
握
す
る
こ
と
は
切
実
な
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
見
聞
小
録
』
に
挙
げ
ら
れ
る
種
に
中
国
側
か
ら
の

越
境
集
団
が
多
い
の
も
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
合
点
が
い
く
。

以
上
の
よ
う
に
、
王
朝
の
儂
人
集
団
へ
の
認
識
は
、
中
国
史
料
に
記
さ
れ
る
雲
南
東
部
の
奥
深
い
山
岳
地
帯
に
居
住
す
る
儂
人
の
越
境

移
住
に
始
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
経
済
開
発
や
国
境
紛
争
に
よ
り
王
朝
の
辺
境
地
域
へ
の
関
心
が
高
ま
る
中
、
早
く
か
ら
移
住
が
進
み
、
現

地
の
土
官
と
も
一
定
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
儂
人
に
対
し
て
、
他
の
越
境
集
団
と
比
べ
定
着
性
、
順
応
性
が
高
く
、
王
朝
支

配
に
役
立
て
る
こ
と
が
可
能
な
集
団
と
し
て
の
認
識
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
獞
な
ど
中
国
史
料
で
儂
人
と
み
な
さ
れ
な
い

越
境
者
を
も
広
く
包
含
す
る
集
団
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
黎
貴
惇
が
現
地
で
得
た
情
報
に
基
い
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て
著
し
た
『
見
聞
小
録
』
中
に
見
え
る
種
人
に
つ
い
て
も
、
後
述
す
る
造
の
よ
う
に
、
一
部
の
ヴ
ァ
ナ
キ
ュ
ラ
ー
な
集
団
は
儂
人
と
見

な
さ
れ
て
い
っ
た
）。
前
近
代
の
中
越
間
の
国
境
紛
争
の
歴
史
を
在
地
の
ア
ク
タ
ー
の
視
点
か
ら
分
析
し
た
ヴ
ー
・
ド
ゥ
オ
ン
・
ル
ア
ン

﹇V
ũ 2016

﹈
は
、
現
地
の
首
長
達
の
利
害
対
立
・
調
整
が
本
質
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
一
八
世

紀
に
お
い
て
は
在
地
首
長
を
含
め
た
既
存
の
政
治
権
力
か
ら
漏
れ
出
た
越
境
者
達
の
存
在
が
重
要
な
ア
ク
タ
ー
と
し
て
浮
上
し
、
国
家
は

従
来
の
よ
う
な
首
長
権
力
の
把
握
だ
け
で
な
く
、
境
界
を
跨
ぐ
人
々
を
認
識
す
る
必
要
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

三　

税
制
に
見
る
儂
人
の
位
置
づ
け

（
1
）
貢
納
か
ら
税
へ

前
章
で
み
た
政
治
的
背
景
と
と
も
に
、
中
越
境
界
の
山
地
空
間
の
種
人
た
ち
を
見
出
だ
し
識
別
し
た
背
景
に
は
、
一
七
世
紀
後
半
以
降

の
中
越
国
境
地
域
経
済
の
活
況
が
存
在
す
る
の
は
疑
い
な
い
。
黎
貴
惇
自
身
も
種
人
の
描
写
の
後
に
、「
こ
れ
ら
の
蛮
族
も
国
家
の
財
政

に
寄
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
此
等
貊
人
亦
可
以
佐
国
用
）」
と
述
べ
、
多
様
な
税
の
説
明
を
行
い
、
山
地
住
民
を
財
源
と
す
る
こ
と

へ
の
強
い
関
心
を
示
し
て
い
る
。
時
代
が
下
っ
て
中
部
フ
エ
を
都
に
史
上
初
め
て
北
部
山
地
か
ら
メ
コ
ン
デ
ル
タ
に
至
る
現
ベ
ト
ナ
ム
の

国
土
に
相
当
す
る
領
域
を
支
配
し
た 

一
九
世
紀
の
阮
朝
に
つ
い
て
も
、
関
津
税
（
内
国
関
税
）
に
注
目
し
た
リ
・
タ
ナ
﹇L

i2012

﹈
は
、

北
部
山
地
の
河
川
交
通
の
要
所
に
関
所
が
集
中
し
、
内
国
関
税
の
比
重
が
、
海
外
貿
易
関
税
（
港
税
）
よ
り
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
に
注
目

し
、
ト
ン
キ
ン
湾
の
沿
岸
交
易
と
結
び
つ
い
た
北
部
山
地
の
活
発
な
経
済
活
動
が
阮
朝
初
期
の
国
家
財
政
を
支
え
て
い
た
と
す
る
。
ま

た
、
一
九
世
紀
前
半
の
阮
朝
の
財
政
構
造
に
つ
い
て
マ
ク
ロ
分
析
を
行
っ
た
多
賀
﹇
近
刊
﹈
は
、
阮
朝
初
期
に
推
進
さ
れ
た
銀
納
制
に
お

い
て
は
、
課
税
負
担
が
銀
建
て
人
頭
税
を
支
払
う
非
キ
ン
族
に
集
中
し
て
お
り
、
広
域
流
通
に
関
わ
る
華
人
と
と
も
に
、
中
越
境
界
に
居
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住
し
、
銀
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
容
易
な
山
地
民
か
ら
銀
を
吸
い
上
げ
る
手
段

と
し
て
銀
納
制
が
機
能
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
北
部
山

地
の
経
済
活
動
へ
の
関
心
は
、
阮
朝
に
も
受
け
継
が
れ
、
当
初
、
課
税
単

位
・
納
付
物
・
課
税
額
が
不
統
一
で
あ
っ
た
山
地
住
民
の
諸
税
は
、
改
土

帰
流
を
実
施
す
る
な
ど
北
部
山
地
に
対
す
る
統
治
強
化
を
進
め
た
二
代
皇

帝
明
命
帝
の
下
で
整
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
﹇
多
賀
（
近
刊
）﹈、
本
章

で
は
、『
見
聞
小
録
』
に
加
え
て
、『
税
例
』
と
い
う
嘉
隆
期
の
税
額
を
示

し
た
史
料
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
家
が
徴
税
行
為
を
通
じ
て
ど
の

よ
う
に
越
境
す
る
儂
人
集
団
を
認
識
、
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、

そ
し
て
越
境
の
実
態
が
税
制
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検

討
す
る
。

『
見
聞
小
録
』
に
は
表
2
⑨
の
咤
聚
の
税
例
と
し
て
一
六
八
九
（
正
和

一
〇
）
年
に
宣
光
兼
鎮
官
阮
公
朝
が
立
案
し
た
「
宣
興
化
各
咤
聚
廊
税
例

（
宣
光
・
興
化
地
方
の
各
咤
聚
集
落
の
税
例
）」（
表
3
）
を
挙
げ
て
い
る
。

宣
光
・
興
化
地
方
を
実
質
支
配
し
て
い
た
武
氏
政
権
崩
壊
後
間
も
な
い
時

期
の
税
例
で
、
初
期
の
山
地
へ
の
課
税
方
式
を
知
る
上
で
貴
重
な
記
事
で

あ
る
。
こ
れ
を
見
る
と
税
例
と
い
っ
て
も
生
漆
、
黄
蝋
な
ど
各
地
の
産
物

の
貢
納
品
の
リ
ス
ト
の
よ
う
で
あ
る
。
雲
南
富
州
八
寨
軍
の
馬
の
よ
う
に

表3　宣興化各咤聚廊税例（『見聞小録』巻六、封域）

地域 課税対象 税項目 納入額
雲南 富州八寨軍 馬 1匹
興化 文盤州各咤廊 花殻生漆代納贓紙禮 銀4鎰3銭6分

麄布贓紙 120尺
水尾州各咤聚廊 花棉贓紙禮 42婁＝代納銀8鎰4両（毎婁2両）

贓紙禮 古銭221貫2陌48文
麄布贓紙禮 860尺
黃蠟贓紙禮 銀435鎰
藤席鮮魚代納贓紙禮 銀1鎰7分
托布贓紙禮 972尺

宣光 陸安州各咤聚廊 贓紙禮 銭67貫6陌48文
渭川州穆河總各咤廊 安龍江眞沙 銀1鎰2両3銭

贓幷紙禮 古銭173貫8陌36文
黃蠟贓幷紙禮 銀230鎰4両

渭川州嘉祥總各咤廊 贓幷禮 古銭14貫
銀額 （合計）680鎰7銭3分（6800.73両）
銭額 （合計）476貫7陌32文
布帛 （合計）1952尺
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国
境
を
越
え
た
貢
納
を
含
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
武
氏
政
権
時
代
の
貢
納
慣
例
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
だ
ろ
う
（
貢
納

す
る
側
に
と
っ
て
は
貢
納
相
手
が
変
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
）。
貨
幣
経
済
の
浸
透
と
い
う
意
味
で
は
大
部
分
が
銀
・
銭
で
代
納
さ
れ
た
こ

と
も
注
目
さ
れ
る
）
27
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
咤
聚
に
対
す
る
税
例
は
長
続
き
し
な
か
っ
た
よ
う
で
、
黎
貴
惇
は
土
官
に
よ
る
隠
匿
や
黎
朝

側
有
力
者
の
私
収
を
疑
っ
て
い
る
）
28
（

。

ま
た
、
同
箇
所
で
黎
貴
惇
は
北
部
山
地
に
お
け
る
現
行
の
税
例
に
つ
い
て
、
土
民
傭
銭
と
蛮
人
七
族
季
銭
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
前
者
の
傭
銭
は
一
七
二
三
（
保
泰
四
）
年
に
施
行
さ
れ
た
租
庸
調
法
の
下
で
丁
毎
に
徴
収
さ
れ
た
も
の
で
季
銭
な
ど
を
繰
り
込
ん
だ

事
実
上
の
人
頭
税
で
﹇
藤
原
一
九
八
六
：
四
〇
〇
﹈
）
29
（

、
蛮
人
七
族
季
銭
は
移
動
型
焼
畑
耕
作
を
行
う
高
地
民
に
対
す
る
人
頭
税
の
こ
と
で

あ
る
。
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
い
て
居
住
す
る
生
態
環
境
が
異
な
る
両
者
を
分
け
て
い
る
の
は
合
理
的
で
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
が
、
土
官

の
支
配
下
で
定
住
し
軍
事
負
担
も
負
う
土
民
と
、
非
定
住
社
会
を
構
成
し
、
基
本
的
に
は
土
官
の
支
配
に
も
服
さ
な
い
蛮
人
と
の
間
に
明

確
な
差
異
を
設
け
て
い
る
点
は
王
朝
が
両
者
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
表
し
て
お
り
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
土
民
に
つ
い
て
は

実
態
は
と
も
あ
れ
、
低
地
で
農
業
を
行
う
京
人
の
斉
民
を
対
象
と
し
た
税
体
系
（
言
い
換
え
れ
ば
「
負
担
と
庇
護
の
関
係
に
よ
り
構
成
さ

れ
る
秩
序
」）
の
外
縁
に
存
在
し
て
い
た
が
、
蛮
人
は
そ
の
枠
外
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
）
30
（

。
こ
の
区
別
は
、
阮
朝
期
に
は
前
者
が
正

賦
の
一
柱
を
な
す
丁
賦
、
後
者
が
そ
れ
以
外
の
雑
賦
に
位
置
付
け
ら
れ
る
形
で
よ
り
明
瞭
化
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
負
担
す
る
住
民
は
実
納

民
、
別
納
民
と
呼
び
分
け
ら
れ
た
﹇
嶋
尾
二
〇
〇
一
b
：
二
七
―
二
八
﹈。
儂
人
も
阮
朝
期
は
別
納
民
の
扱
い
で
あ
り
、『
全
書
』
一
七
五

二
（
景
興
一
三
）
年
秋
七
月
の
条
に
は
「
徴
外
鎮
儂
人
七
族
税
。
毎
年
儂
人
毎
率
六
陌
、
七
族
毎
家
一
貫
。
又
七
族
例
有
見
屋
、
三
年

一
期
、
毎
家
銀
二
両
。」
と
あ
り
、
蛮
人
七
族
の
税
と
と
も
に
儂
人
の
税
が
定
め
ら
れ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
儂
人
も
蛮
人

七
族
同
様
、
一
般
の
賦
役
負
担
者
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、『
見
聞
小
録
』
に
は
詳
細

な
説
明
は
な
い
も
の
の
「
受
賦
役
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
税
と
徭
役
義
務
を
負
う
土
民
同
様
の
扱
い
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
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表4―③　1921年調査における民族別人口
（Annuaire statistique de l'Indochine, V.1, (1913-1922), 1923, 
pp.40-41に基づき作成）

表4―①　阮朝嘉隆期の北部ベトナムにおける非キン族への課税額と存欠（未徴収）額 
（多賀氏が『税例』に基づき作成した表［多賀 近刊：表3］を改変）

地
域 課税対象 対象数 課税額

銀納額
（両）

銭納額
（貫）

存欠
銀額

山
西蠻人七族 5灶半 毎灶銀2両 11    

安
広
蠻人七族 183灶 毎灶銀4両 /銭1貫 732 183 300
北客 86家 毎家銀5銭 43    

高
平

北客（『備覧』：二十三庯市） 308家 毎家銀5銭 154   54
蠻人七族（『備覧』：二十二峝） 46灶半 毎灶銀2両 93   93
儂人内寨（『備覧』：十七寨） 57家 毎家銀2両 114   114
儂人外寨（『備覧』：十八寨） 122家 毎家銀1両 122   122
傭功輔導 78人 毎人銀1両 78  

92傭功儂人四州 28人 毎人銀5銭 14  
傭功大匠隴芙儂人
（『備覧』『地輿志』：六区隴儂人） 219人 （合計銀3笏） 30   30

宣
光

蠻人七族 255灶半 毎灶銀2両 511  
20蠻人七族 175灶 毎灶銀4両 700  

人仙子・山荘・山 三族 24灶半 毎灶銀2両 49  
北客 296人 毎人銀5銭 148    

太
原

蠻人七族 75灶 毎灶銀4両 300   380
人山苗族 114灶 毎灶税銭2貫   228  

北客 138家人 毎家人銭1貫   138  

諒
山

儂人二十三寨
（『備覧』：儂人白布各寨） 700人

毎人白布10尺横8寸
（1尺＝銭1陌12文で代納）   836.4  

（『団城図』：儂人六十一寨市館）
（『備覧』：儂人銀税各寨）

573人 毎人銀1両 573  
676.5

267人 毎人銀5銭 133.5  
蠻人（『団城図』：七族三十峝） 102灶 毎灶銀2両 204   282

北客（『団城図』：四十五庯館） 321家 毎家銀1両 321   20
505家 毎家銭1貫   505  

興
化
蠻人七族 74灶半 毎灶銀4両 /銭1貫 298 74.5  
北客 120家 毎家銭1貫   120  

『備覧』：『各鎮総社名備覧』／『団城図』：『諒山団城図』／『地輿志』：『皇朝一統地輿志』
存欠銀額は「阮朝硃本」嘉隆朝第7集59-65葉に基づく

表 4―②　嘉隆期の
実納民数（『皇朝一
統地輿志』に基づく）
地域 丁数

山西 29304
安広 2043
高平 7383
宣光 2984
太原 5726
諒山 4931
興化 5353

地域 土人 儂人 蛮人 北客（華人） 漢人（京人） その他
山西 29000 0 3100 240 644200 －
安広 37100 30800 2500 4010 88900 4300
高平 59200 56600 6300 570 800 300
宣光 41200 13400 35700 1840 11800 4600
太原 38100 3500 11900 3240 48000 900
諒山 43700 47900 2200 1780 3000 －
興化 130500 4300 62700 1700 9700 25700

（表③の注記）※阮朝初期の民族名称と行政区画に基づき再構成した際の対応関係は以下の通り（両者は完全
一致するものではない）
土人：Muong, Tho, Thai、儂人：Nung、蠻人：Man, Meo、北客：Chinois、漢人：Annamites 
山西：Son-tay, Vinh-yen, Phu-tho、安広：Hai-ninh, Quang-yen、高平：Cao-bang、宣光：Tuyen-quang, Ha-
giang、太原：Thai-nguyen, Bac-kan、諒山：Lang-son、興化：Lai-chau, Lao-kay, Son-la, Yen-bay
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る
。
ま
た
阮
朝
明
命
期
に
山
地
住
民
に
対
す
る
税
額
の
整
理
を
行
っ
た
際
に
は
、「
儂
人
に
つ
い
て
は
焼
畑
を
生
業
と
し
て
お
り
移
動
を

繰
り
返
し
定
住
せ
ず
、
土
着
の
場
合
と
比
べ
て
差
が
あ
る
の
で
税
額
は
半
分
に
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
の
臣
下
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る

（『
大
南
寔
録
正
編
』
第
二
紀
、
巻
七
〇
、
第
二
四
葉
表
、
明
命
一
一
年
一
二
月
）
よ
う
に
、
焼
畑
耕
作
民
と
同
じ
よ
う
な
認
識
を
持
た
れ

て
い
る
例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
税
体
系
上
の
儂
人
の
位
置
づ
け
の
ゆ
れ
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
手
が
か
り
を

得
る
た
め
に
、
次
に
『
税
例
』
を
中
心
に
分
析
を
進
め
る
。

（
2
）『
税
例
』
に
見
る
儂
人
の
位
置
づ
け

ベ
ト
ナ
ム
の
「
一
統
」
を
果
た
し
た
阮
朝
嘉
隆
末
年
の
全
国
の
各
種
税
額
を
記
し
た
『
税
例
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
賀
﹇
近
刊
﹈

が
こ
れ
を
用
い
て
、
ベ
ト
ナ
ム
北
部
の
非
キ
ン
族
住
民
に
対
す
る
課
税
規
定
を
整
理
し
て
い
る
が
）
31
（

、
こ
こ
で
は
、
明
命
期
の
税
額
整
理
以

前
の
状
況
が
窺
え
る
本
史
料
の
記
載
内
容
を
、
儂
人
を
中
心
と
す
る
山
地
住
民
の
位
置
づ
け
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
と
し
て
分
析

す
る
。

分
析
に
あ
た
っ
て
は
、
多
賀
が
『
税
例
』
に
基
づ
き
非
キ
ン
族
の
課
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
税
額
を
地
方
毎
に
ま
と
め
た
表
を
作
成
し
て
い

る
の
で
本
稿
で
も
こ
れ
を
利
用
す
る
。
た
だ
し
、『
税
例
』（
極
東
学
院
A
四
八
〇
本
）
の
一
部
に
は
情
報
の
欠
落
や
混
乱
が
あ
る
の
で
、

他
の
史
料
に
よ
っ
て
補
正
し
、
一
八
一
〇
（
嘉
隆
九
）
年
の
北
城
の
税
収
報
告
（
ベ
ト
ナ
ム
国
家
第
一
公
文
書
セ
ン
タ
ー
所
蔵
の
阮
朝
行

政
文
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
阮
朝
硃
本
」
所
収
）
に
基
づ
く
未
徴
収
銀
（
存
欠
銀
）
額
を
加
え
た
も
の
が
﹇
表
4
―
①
﹈
で
あ
る
。
ま
た
、

『
税
例
』
の
内
容
を
含
め
、
同
時
期
の
税
例
を
載
せ
る
『
皇
朝
一
統
地
輿
志
』
中
の
地
方
毎
の
実
納
民
（
土
民
）
の
丁
数
（『
税
例
』
に
は

記
載
が
な
い
）
を
示
し
た
の
が
﹇
表
4
―
②
﹈
）
32
（

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
参
考
と
し
て
﹇
表
4
―
③
﹈
に
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
期
に
は
じ
め
て

実
施
さ
れ
た
セ
ン
サ
ス
に
基
づ
く
地
方
毎
の
民
族
別
人
口
を
一
九
世
紀
初
頭
の
民
族
名
称
に
あ
え
て
あ
て
は
め
る
形
で
示
し
た
。
以
下
、
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こ
れ
ら
諸
表
に
基
づ
き
考
察
を
進
め
る
。

﹇
表
4
―
①
﹈
を
見
る
と
、
儂
人
の
税
額
が
記
さ
れ
て
い
る
地
方
は
高
平
、
諒
山
の
二
鎮
の
み
で
、
植
民
地
期
の
セ
ン
サ
ス
で
は
多
数

の
儂
（
ヌ
ン
）
人
口
を
抱
え
る
安
広
や
、
一
八
世
紀
の
史
料
に
儂
人
の
存
在
が
多
く
記
録
さ
れ
る
宣
光
、
太
原
、
興
化
に
は
儂
人
へ
の
課

税
項
目
が
な
い
こ
と
が
目
を
引
く
が
、
ま
ず
は
諒
山
と
高
平
の
儂
人
税
額
に
つ
い
て
見
て
ゆ
く
。

諒
山
に
つ
い
て
は
、
同
じ
儂
人
で
あ
っ
て
も
集
落
（
寨
な
ど
）
に
よ
っ
て
白
布
税
と
銀
税
と
の
二
種
の
課
税
形
態
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
白
布
税
は
白
布
を
現
物
納
す
る
代
わ
り
に
銭
に
よ
る
代
納
を
許
し
た
も
の
で
あ
り
、
銀
税
は
一
人
毎
の
徴
収
額
に
一
両
と

五
銭
と
で
差
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。『
備
覧
』
に
は
「
漂
流
村
落
」
が
儂
人
白
布
寨
、
あ
る
い
は
𥓒
場
（
硝
石
の
生
産
者
集
落
。
儂
人
か

ど
う
か
は
不
明
）
と
な
っ
て
い
る
と
の
記
述
が
あ
り
﹇
桜
井
一
九
八
七
：
三
四
八
﹈、
白
布
寨
は
、
耕
作
者
が
い
な
く
な
っ
た
流
散
集
落

に
成
立
し
た
儂
人
移
住
者
の
集
落
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
ら
は
通
常
の
賦
役
を
負
担
す
る
正
丁
で
は
な
い
た
め
、
白
布
物
納
（
実
際

に
は
代
銭
納
）
の
義
務
を
負
う
別
納
民
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
銀
税
に
つ
い
て
見
る
。
白
布
税
を
課
さ
れ
た
集
落
が
全
て
寨
で
あ
る
の
に
対
し
、
銀
税
を
課
さ
れ
た
集
落
単
位
は
寨
・
市
・
館
と

な
っ
て
い
る
。
市
及
び
館
は
交
通
路
の
要
衝
に
成
立
し
た
市
鎮
（
商
業
集
落
）、
宿
場
と
考
え
ら
れ
る
。
主
に
一
八
世
紀
の
諒
山
の
情
報

を
載
せ
る
『
諒
山
団
城
図
』（
極
東
学
院
A
一
二
二
〇
本
、
里
路
、
二
〇
〜
二
八
葉
）
に
は
諒
山
内
の
主
要
交
通
路
の
途
上
に
「
儂
客
雑

居
」
の
庯
（
市
と
同
様
の
商
業
集
落
）
や
屯
（
交
通
の
要
衝
に
置
か
れ
、
関
所
の
機
能
を
あ
わ
せ
持
っ
た
軍
事
拠
点
﹇
岡
田
二
〇
一
二
：

二
〇
―
二
四
﹈）
が
あ
り
、
宿
場
の
経
営
や
酒
食
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（『
皇
越
一
統
輿
地
志
』
巻
一
〇
に
も

同
様
の
記
述
が
あ
る
﹇V

ũ 2014:38

﹈）。
こ
の
よ
う
に
中
越
境
界
で
展
開
さ
れ
た
経
済
活
動
の
活
発
化
の
中
で
、
儂
人
が
華
人
と
と
も
に

域
内
に
市
鎮
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
銀
税
を
課
さ
れ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
集
落
の
商
業
的
性
格
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ

う
。
こ
う
し
た
王
朝
史
料
に
記
録
さ
れ
る
定
常
的
な
交
易
拠
点
は
、
ロ
ー
カ
ル
な
定
期
市
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
支
え
ら
れ
域
内
の
物
産
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集
散
地
と
も
な
っ
て
い
た
（
高
平
の
タ
イ
系
住
民
の
間
で
は
庯
フ
ォ
ーが

転
訛
し
たphjở

の
語
は
国
際
貿
易
拠
点
を
指
す
言
葉
と
な
っ
て
い
る

﹇N
guyễ n T

hị  H
ả i 2010:49

﹈）。

こ
こ
で
出
て
く
る
寨
も
市
・
館
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
商
業
集
落
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
の
史
料

に
現
れ
る
寨
は
移
住
者
に
よ
り
新
規
設
立
さ
れ
た
集
落
を
指
す
が
、
儂
人
の
移
住
集
落
（
寨
）
の
内
、
商
業
活
動
と
密
接
に
結
び
つ
い
た

集
落
に
対
し
て
市
、
館
と
同
様
の
課
税
を
実
施
し
、
そ
れ
ら
の
総
称
が
『
備
覧
』
に
見
え
る
儂
人
銀
税
寨
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
）
33
（

。
自

ら
越
境
貿
易
を
営
み
、
タ
イ
系
言
語
も
漢
語
も
解
す
る
儂
人
は
ロ
ー
カ
ル
な
商
業
圏
と
国
境
を
跨
ぐ
商
業
圏
を
結
び
つ
け
る
の
に
う
っ
て

つ
け
の
存
在
で
あ
り
、
鉱
山
開
発
な
ど
に
沸
く
商
業
ブ
ー
ム
を
背
景
に
多
数
の
商
業
集
落
が
成
立
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
）
34
（

。

他
方
で
、
隣
接
す
る
高
平
地
域
で
は
こ
の
よ
う
な
区
別
は
な
く
、
全
て
銀
納
で
あ
る
。
ま
た
、
北
客
、
蛮
人
の
他
に
儂
人
内
寨
、
儂
人

外
寨
、
傭
功
輔
導
、
傭
功
儂
人
四
州
、
傭
功
大
匠
𨻫
芙
儂
人
と
い
う
五
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
存
在
し
て
お
り
、
内
寨
・
外
寨
の
二
つ
と
頭

に
傭
功
を
冠
す
る
三
つ
と
の
間
に
明
瞭
な
区
別
が
見
ら
れ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

ま
ず
寨
に
つ
い
て
見
る
と
、
黎
朝
期
の
各
種
地
図
を
載
せ
る
『
洪
徳
版
図
』
の
「
牧
馬
鎮
営
図
」
に
、
鎮
城
と
思
わ
れ
る
城
郭
の
内
部

に
一
七
の
寨
が
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、『
備
覧
』
に
記
載
さ
れ
る
内
寨
の
数
と
も
一
致
す
る
。
ま
た
、『
皇
越
一
統
輿
地
志
』（
巻
一
〇
、

七
三
葉
裏
）
に
は
鎮
城
の
東
に
あ
る
市
鎮
の
良
馬
庯
の
説
明
と
し
て
「
庯
両
傍
並
唐
人
家
居
稠
密
、
肆
列
北
貨
発
売
、
庯
有
西
巡
司
号
良

馬
巡
、
坐
収
水
陸
公
税
、
庯
頭
有
市
、
隔
日
一
番
、
京
土
客
儂
、
聚
会
商
買
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
内
寨
は
鎮
城

内
に
成
立
し
て
い
た
儂
人
の
商
業
集
落
で
あ
り
、
家
当
た
り
二
両
の
銀
税
を
支
払
う
能
力
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
商
家
が
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
外
寨
に
つ
い
て
も
、
鎮
城
外
に
あ
っ
て
、
諒
山
の
場
合
と
同
様
に
交
通
路
沿
い
で
商
業
活
動
を
行
っ
て

い
た
儂
人
集
落
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
だ
ろ
う
（
税
額
が
内
寨
の
半
分
の
一
両
と
い
う
の
も
鎮
の
中
心
で
あ
る
鎮
城
と
そ
れ
以
外
で
の
商

業
規
模
の
差
異
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
諒
山
の
銀
税
額
の
差
異
も
同
様
に
説
明
で
き
る
）。
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他
方
、
傭
功
の
語
を
冠
す
る
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
何
で
あ
ろ
う
か
。『
地
輿
志
』
で
は
傭
功
税
が
項
目
と
し
て
立
て
ら
れ
、
そ
の
割

注
の
形
で
輔
導
、
儂
人
、
傭
功
六
区
隴
の
各
人
数
と
税
額
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
史
料
に
お
い
て
傭
功
の
語
は
傭
工
と
置
換
可
能

な
語
で
あ
り
﹇cf.

片
倉
一
九
八
七
：
三
六
三
、
注
四
﹈、
こ
こ
で
は
賃
金
労
働
（
者
）
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら

は
ど
の
よ
う
な
労
働
に
従
事
し
た
集
団
で
あ
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
前
章
で
の
一
八
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム
史
料
に
見
ら
れ
る
儂
人
の
分
析
を

ふ
ま
え
る
と
、
鉱
山
開
発
や
肉
桂
な
ど
森
林
産
物
の
採
取
と
す
る
の
が
も
っ
と
も
蓋
然
性
が
高
い
推
測
と
な
る
だ
ろ
う
）
35
（

。

輔
導
に
つ
い
て
は
『
大
南
実
録
正
編
』
第
二
紀
、
巻
八
七
（
明
命
一
三
年
一
二
月
条
）
に
「
改
高
平
儂
人
為
土
人
。
高
平
属
轄
四
州

民
有
旧
名
輔
導
者
、
経
準
部
議
改
名
儂
人
。
其
民
以
儂
乃
清
国
流
人
、
請
賜
他
名
以
別
之
。
省
臣
以
奏
。
帝
曰
『
此
亦
変
夷
帰
夏
之
一

機
也
』。
乃
準
改
称
土
人
仍
旧
供
輸
銀
税
。」
と
あ
る
。
高
平
の
四
州
に
居
住
す
る
輔
導
集
団
が
、
儂
人
と
改
称
さ
れ
た
こ
と
を
よ
し
と

せ
ず
、
土
人
と
改
称
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
地
方
官
の
間
で
は
儂
人
の
一
種
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

輔
導
（
漢
越
音phụ  đạ o

）
のphụ

は
タ
イ
系
言
語
で
「
人
」
を
表
す
の
で
、
輔
導
は
「đạ o

人
」
と
い
う
意
味
と
な
り
、『
見
聞
小
録
』

中
の
、
雲
南
東
部
の
土
人
で
聚
龍
銅
山
周
辺
に
綿
花
を
買
い
付
け
に
来
る
と
い
う
「
造
（tạ o

）」
と
の
関
連
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の

輔
導
集
団
が
居
住
す
る
四
州
（
後
の
傭
功
儂
人
四
州
に
も
用
い
ら
れ
る
）
と
は
高
平
に
置
か
れ
た
上
琅
・
下
琅
・
石
林
・
広
淵
の
四
州
を

指
し
て
お
り
、
各
州
の
藩
臣
（
土
官
）
を
通
じ
て
支
配
さ
れ
る
領
域
で
あ
る
）
36
（

。

残
る
、
傭
功
大
匠
隴
芙
儂
人
の
「
大
匠
」
に
つ
い
て
は
、
他
の
史
料
に
見
え
る
「
六
区
」
の
誤
写
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
芙
は
不

明
）。
六
区
に
つ
い
て
は
、『
洪
徳
版
図
』「
高
平
府
之
図
」
に
西
北
方
の
中
国
帰
順
州
と
の
境
界
に
「
六
区
」
の
地
名
が
見
え
、
さ
ら
に

一
八
一
〇
（
嘉
隆
九
）
年
の
序
を
持
つ
地
誌
『
高
平
実
録
』（
極
東
学
院
A
一
一
二
九
写
本
）
に
は
次
の
記
述
が
あ
る
。

石
林
州
六
区
民
、
区
隴
地
分
、
両
辺
石
嶺
、
村
居
其
間
、
而
無
渓
水
、
毎
架
棲
下
数
丈
深
穴
、
以
竹
筒
盛
水
上
来
、
人
与
畜
飲
之
、

以
織
席
爲
業
。（
彊
界
風
俗
の
条　

第
五
三
葉
裏
）
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こ
こ
か
ら
六
区
隴
と
は
高
平
西
北
の
石
林
州
地
分
に
属
す
る
中
越
境
界
の
石
灰
岩
の
山
に
覆
わ
れ
た
地
域
で
あ
る
こ
と
と
、
灌
漑
水
田
を

行
う
小
渓
も
な
い
土
地
に
住
む
住
民
は
、
席
む
し
ろ

製
作
な
ど
非
農
業
活
動
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
生
態
環
境
や
隴
を
地
名
と
す
る
慣
行
は
、
第
二
章
で
見
た
中
国
側
の
儂
人
社
会
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
六
区
は
移
住

者
集
落
の
土
地
と
い
う
よ
り
は
、
国
境
を
越
え
て
滲
出
し
て
い
る
儂
人
空
間
の
一
部
と
表
現
し
た
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
比
較
的
国
境
管

理
が
厳
格
で
あ
っ
た
諒
山
の
三
関
と
異
な
り
、
百
隘
と
称
さ
れ
る
多
数
の
関
所
が
あ
り
つ
つ
も
、
実
態
と
し
て
無
数
の
山
間
隘
路
を
把
握

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
高
平
の
現
地
住
民
に
と
っ
て
国
境
は
有
名
無
実
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）
37
（

。
藩
臣
管
轄
下
の
四
州
の
儂
人

と
は
別
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
立
て
ら
れ
て
税
額
も
異
な
っ
て
い
る
（
六
区
隴
の
み
地
域
全
体
で
一
つ
の
課
税
単
位
を
構
成
す
る
）
の
は
、
こ

う
し
た
六
区
隴
の
特
殊
性
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
前
章
で
取
り
上
げ
た
宣
光
の
国
境
紛
争
に
お
け
る
儂
人
の
例
の
よ
う
に
、
高
平

以
西
の
国
境
近
辺
で
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
）。
そ
し
て
六
区
隴
の
儂
人
に
傭
功
銀
税
が
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
お

そ
ら
く
出
稼
ぎ
労
働
の
形
で
鉱
山
で
の
採
掘
や
森
林
産
物
採
取
に
従
事
し
た
り
、
越
境
交
易
を
行
う
商
人
の
荷
夫
と
な
る
こ
と
で
耕
地
に

恵
ま
れ
な
く
て
も
現
金
収
入
を
得
る
も
の
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
）
38
（

。

以
上
、
一
九
世
紀
初
頭
の
徴
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
お
け
る
儂
人
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
、
諒
山
・
高
平
地
方
に
お
け
る
儂
人

に
対
す
る
課
税
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
移
住
者
集
落
に
課
さ
れ
た
白
布
税
（
実
際
に
は
銭
に
よ
る

代
納
、
諒
山
の
み
）、
②
商
業
集
落
に
対
す
る
銀
税
（
諒
山
・
高
平
）、
③
賃
金
労
働
（
傭
功
）
に
対
し
て
課
さ
れ
た
銀
税
（
高
平
の
み
）。

こ
の
う
ち
既
存
村
落
の
流
散
に
よ
り
成
立
し
た
①
は
お
い
て
も
、
②
③
は
一
八
世
紀
の
商
業
ブ
ー
ム
に
由
来
す
る
富
に
対
す
る
課
税
で

あ
り
、
儂
人
が
こ
の
時
期
に
活
発
化
し
た
経
済
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
税
制
面
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
ま

た
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
儂
人
に
は
当
初
銭
納
税
（
人
毎
に
六
陌
）
が
課
さ
れ
た
は
ず
で
あ
っ
た
の
が
、
銀
で
徴
収
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
北
部
山
地
で
広
く
貨
幣
と
し
て
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
商
売
に
せ
よ
賃
金
労
働
に
せ
よ
当
時
の
北
部
山
地
に
産
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す
る
富
の
象
徴
で
あ
る
銀
を
納
め
る
と
い
う
意
味
で
白
布
税
と
同
様
に
貢
納
の
性
格
を
残
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に

は
や
は
り
華
人
の
場
合
と
同
様
に
国
外
へ
の
銀
資
源
流
出
を
抑
え
る
と
い
う
機
能
が
期
待
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
儂
人
へ
の
銀
税
が
中
国

に
接
す
る
諒
山
・
高
平
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
は
そ
の
反
映
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
）
39
（

。
他
方
、
商
業
ブ
ー
ム
と
は
直
接
の
関
わ
り
の
な

い
、
土
官
支
配
領
域
で
小
作
人
や
私
兵
と
な
っ
た
儂
人
に
つ
い
て
は
、
税
制
上
は
表
に
現
れ
な
い
透
明
な
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
複
雑
な
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
前
世
紀
来
の
政
治
面
で
の
大
き
な
変
化
や
現
地
の
経
済
活
動
や
社
会
関
係
の
実
態
に
対
応
す
る

形
で
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
時
点
で
は
合
理
的
で
あ
っ
て
も
、
社
会
経
済
動
態
の
中
長
期
の
変
化
に
耐
え
う
る
制
度
で
は
な
か
っ
た

と
い
え
よ
う
。﹇
表
4
―
①
﹈
の
銀
の
未
徴
収
額
を
見
る
と
、
実
際
に
は
儂
人
の
銀
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
ほ
ぼ
全
て
が
未
徴
収
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
脆
弱
な
税
制
を
問
題
視
し
た
明
命
帝
は
土
民
を
除
い
た
北
部
山
地
の
非
キ
ン
族
に
対
す
る
諸
税
を
、
民
族
集
団
別
（
儂

人
・
蛮
人
・
清
人
）
に
税
額
を
設
定
し
た
銀
建
て
人
頭
税
の
形
に
整
理
・
一
本
化
す
る
。
し
か
し
、
地
域
の
実
情
を
無
視
し
た
機
械
的
な

制
度
改
変
は
問
題
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
実
体
を
失
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
整
理
が
可
能
で
あ
っ
た
と
も
言
え
よ
う
。

前
述
の
明
命
期
に
お
け
る
儂
人
に
関
す
る
情
報
の
混
乱
が
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
。
儂
人
の
事
例
か
ら
見
る
限
り
、
財
政
制
度
上
、
北
部

山
地
を
「
読
み
取
り
可
能
」
に
す
る
明
命
帝
の
試
み
は
当
初
か
ら
限
界
を
露
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
）
40
（

。

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
七
世
紀
以
前
の
ベ
ト
ナ
ム
王
朝
国
家
に
お
い
て
、
国
内
に
居
住
す
る
異
民
族
を
区
分
し
て
把
握
す
る
と
い

う
認
識
枠
組
み
は
基
本
的
に
存
在
せ
ず
、
小
中
華
思
想
に
基
づ
く
自
民
族
意
識
を
反
映
す
る
形
で
、
低
地
の
キ
ン
（
京
人
）
以
外
は
基
本

的
に
全
て
「
蛮
獠
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
相
対
的
に
国
境
観
念
が
明
確
な
中
国
と
境
を
接
す
る
北
方
に
つ
い
て
、
中
国
側
の
住
民
を
化
外
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（
外
国
）
の
人
と
し
て
区
別
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
七
世
紀
後
半
以
降
、
中
越
間
の
境
界
権
力
が
消
滅
し
、
王
朝
権
力
が
中
国
（
化
外
）

か
ら
越
境
し
て
く
る
人
々
の
存
在
と
向
き
合
う
必
要
が
出
て
く
る
中
、
化
外
の
集
団
の
中
で
の
差
異
が
「
発
見
」
さ
れ
、
儂
人
に
は
次
第

に
比
較
的
統
御
し
や
す
い
中
国
か
ら
の
移
住
者
集
団
と
い
う
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
っ
た
。
言
わ
ば
「
内
な

る
化
外
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
化
外
集
団
の
区
分
か
ら
生
ま
れ
た
儂
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
京
人
が
蛮
獠
に
対
し
て
形
成
し
た
よ

う
な
、
自
己
の
文
明
尺
度
に
基
づ
き
野
蛮
視
す
る
よ
う
な
態
度
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
中
国
か
ら
の
越
境
者
の
存
在
は
も
う
一
つ
の
差
異
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
推
し
進
め
た
。
多
数
の
越
境
集
団
が
北
部
山
地
に
浸
透

し
て
ゆ
く
中
で
、
土
官
の
支
配
下
に
あ
り
、
こ
れ
ま
で
蛮
獠
と
認
識
さ
れ
て
い
た
山
地
の
定
住
農
耕
民
（
盆
地
民
）
が
土
民
（
土
人
）
と

い
う
低
地
の
斉
民
に
準
じ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
変
化
は
、
一
義
的
に
は
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が

一
九
世
紀
に
想
定
し
た
王
朝
権
力
の
伸
張
を
原
因
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
土
官
の
支
配
に
服
さ
ず
（
場
合
に
よ
っ
て
は
土
官
権
力
を
破

壊
し
）、
一
所
に
と
ど
ま
ら
ず
に
活
発
な
経
済
活
動
を
行
う
越
境
集
団
の
存
在
は
、
王
朝
権
力
に
既
存
の
秩
序
を
維
持
す
る
存
在
と
し
て

の
定
着
農
耕
民
の
重
要
性
に
気
づ
か
せ
、
同
時
に
土
官
に
王
朝
権
力
へ
の
依
存
を
促
し
た
側
面
は
あ
る
と
い
え
よ
う
（
北
部
山
地
に
構
築

が
試
み
ら
れ
た
藩
臣
と
そ
の
支
配
下
の
土
民
に
よ
る
辺
防
体
制
は
そ
の
典
型
と
い
え
る
）。
そ
の
意
味
で
、
儂
人
と
土
民
と
い
う
二
つ
の

集
団
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
成
は
、「
華
人
の
世
紀
」
と
呼
ば
れ
る
商
業
ブ
ー
ム
の
時
代
に
お
け
る
（
華
人
だ
け
で
は
な
い
）
人
間
集
団
の
移

動
の
大
き
な
波
動
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
境
界
地
域
の
社
会
的
流
動
性
に
起
因
す
る
パ
ラ
レ
ル
な
現
象
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
土
民
と
化
外
の
間
に
あ
っ
て
土
着
性
と
他
者
性
を
併
せ
持
っ
た
集
団
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
性
質
は
、
あ
く
ま
で
徴
税
に

代
表
さ
れ
る
王
朝
の
支
配
シ
ス
テ
ム
の
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
当
事
者
の
帰
属
意
識
に
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
方

で
、
伊
藤
が
明
ら
か
に
し
た
諒
山
地
方
の
タ
イ
ー
・
ヌ
ン
社
会
の
事
例
の
よ
う
に
、
王
朝
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
儂
と
土
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が

地
域
社
会
内
の
社
会
関
係
に
内
在
化
さ
れ
、
近
代
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
創
出
に
つ
な
が
る
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
王
朝
の
民
族
認
識
と
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民
族
集
団
の
間
に
は
、
越
境
行
為
が
国
家
の
認
識
に
影
響
し
、
そ
れ
が
統
治
を
通
じ
て
地
域
社
会
の
文
脈
に
還
元
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
相

即
的
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
い
え
、
そ
う
し
た
諸
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
現
代
に
つ
な
が
る
民
族
意
識
を
考
え
る
上
で
も
非
常

に
重
要
と
な
る
。
今
後
も
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
明
命
帝
の
改
革
期
以
降
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
稿
の
考
察
は
ベ
ト
ナ
ム
史
料
、
中
国
史
料
と
い
う
国
家
側
の
記
録
の
分
析
に
よ
り
国
家
の
異
民
族
認
識
の
変
容
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
か
ら
複
雑
な
山
地
空
間
の
動
態
を
く
み
取
る
の
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
国
家
に

よ
る
眼
差
し
の
背
後
に
あ
る
、
国
家
に
よ
る
捕
捉
さ
れ
な
い
人
々
（
ス
コ
ッ
ト
の
言
う
「
ゾ
ミ
」）
の
存
在
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
権

力
の
層
位
が
重
な
り
合
う
山
地
空
間
に
お
け
る
無
秩
序
の
中
の
秩
序
の
一
端
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意

味
で
本
稿
で
十
分
に
分
析
で
き
な
か
っ
た
ゾ
ミ
に
最
も
近
い
存
在
の
「
蛮
人
」
に
つ
い
て
の
検
討
も
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

や
や
時
代
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
阮
朝
が
フ
ラ
ン
ス
の
保
護
国
と
な
り
、
軍
管
区
と
さ
れ
た
北
部
山
地
が
フ
エ
を
中
心
と
す

る
王
朝
行
政
シ
ス
テ
ム
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
徴
税
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
枠
組
み
が
無
意
味
化
す
る
と
、
儂
人
集
団
へ
の
認
識
も
一
層
希

薄
と
な
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
地
理
教
科
書
『
南
国
地
輿
』
で
は
、
儂
人
を
含
め
北
部
山
地
の
各
種
人
の
「
野
蛮
性
」
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。
種
の
区
分
の
み
が
残
さ
れ
た
ま
ま
彼
ら
は
再
び
蛮
獠
の
世
界
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
近
代
的
民
族
概
念
に
基
づ
く

民
族
分
類
は
、
植
民
地
主
義
者
と
共
産
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。

儂
人
に
囲
ま
れ
た
パ
ッ
ク
ボ
ー
で
詠
じ
ら
れ
た
冒
頭
の
詩
は
、
蛮
獠
の
種
達
を
ベ
ト
ナ
ム
民
族
に
「
回
収
」
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い

た
と
言
っ
て
あ
な
が
ち
穿
ち
す
ぎ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ホ
ー
・
チ
・
ミ
ン
ら
革
命
勢
力
が
中
越
国
境
を
利
用
し
て
活
動
を

続
け
た
よ
う
に
、
国
境
を
跨
ぐ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
た
儂
人
集
団
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ

れ
は
本
当
の
意
味
で
の
周
縁
化
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
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1
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à N

ộ i:N
hà xuấ t bả n Sự  thậ t, 1980,p.320.

（
2
） 

例
え
ば
、
古
田﹇
一
九
九
一
﹈は
ベ
ト
ナ
ム
の
共
産
主
義
者
達
が
周
辺
民
族
と
の
関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
に「
ベ
ト
ナ
ム
民
族
」と
い
う
ネ
イ
シ
ョ

ン
を
構
想
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
伝
統
的
な
世
界
観（
南
国
意
識
）か
ら
の
変
容
過
程
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。

（
3
） 
背
景
と
し
て
、
現
在
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
を
歴
史
的
な
存
在
と
し
て
無
限
定
に
遡
ら
せ
る
傾
向
の
強
い
ベ
ト
ナ
ム
国
内
の
民
族
史
研
究
に
対
し
、

海
外
の
研
究
者
の
間
で
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
論
じ
た
よ
う
な
民
族
概
念
は
近
代
の
産
物
で
あ
る
と
す
る
見
方
が
強
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
4
） 「
交
易
の
時
代
」論
で
有
名
な
リ
ー
ド
が
、
近
代
に
つ
な
が
る
ポ
ス
ト
交
易
の
時
代
と
し
て
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る﹇R

eid 1997

﹈。
本
稿
が
対
象

と
す
る
ベ
ト
ナ
ム
北
部
を
含
め
た
東
南
ア
ジ
ア
近
世
論
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は﹇
蓮
田
二
〇
〇
五
﹈を
参
照
。

（
5
） 

八
尾﹇
二
〇
一
三
﹈は
、『
刑
律
』を
聖
宗
期「
洪
徳
律
」に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
の
通
説
を
テ
キ
ス
ト
分
析
か
ら
明
確
に
否
定
し
、『
国
朝
刑
律
』の

内
容
は
、
一
部
後
代
の
追
加
が
明
ら
か
な
章
篇
を
除
き
、
各
王
朝
で
継
承
さ
れ
て
き
た
律
に
依
拠
し
て
作
成
さ
れ
た
黎
朝
建
国
初
期
の
律
で
あ
る

と
す
る
。
本
稿
で
も
八
尾
説
に
従
っ
た
上
で
、
黎
朝
を
通
じ
て
存
在
し
続
け
た
法
理
念
を
示
す
も
の
と
し
て
考
察
の
対
象
と
す
る
。

（
6
） 

片
倉
は
蛮
獠
を
化
外
と
同
じ
く
外
国
人
の
呼
称
と
し
て
い
る
が﹇
片
倉
一
九
八
七
：
二
五
一
﹈、『
刑
律
』に
お
い
て
も
後
述
す
る
通
り
化
外
・
蛮
獠

は
別
の
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
7
） 

ド
ゥ
ル
ス
タ
ル
は
本
条
の「
民
丁
蛮
獠
」を「
蛮
獠
の
民
丁
」（
蛮
人
居
住
地
の
民
丁
）と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
が﹇D

eloustal 1909:788

﹈、

他
の
条
の
蛮
獠
の
用
法
を
見
る
と
、
そ
れ
自
体
で
異
民
族
社
会
に
属
す
る
人
間
を
指
す
用
語
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、
氏
の
解
釈
に
は
無
理
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は ﹇N

guyễ n&
T

ạ  1987:v.1,148,v.2,125

﹈に
従
い「
民
丁
と
蛮
獠
」と
解
釈
し
た
。

（
8
） 

ベ
ト
ナ
ム
史
の
枠
組
み
を
素
描
す
る
史
料
集﹇D

utton et al. 2012:137-138

﹈は
、
一
五
世
紀
の
民
族
間
関
係
に
つ
い
て
、
条
文
E
、
F
及
び
前

述
の
名
例
章
第
四
〇
条
を
あ
げ
、
前
代
ま
で
は
異
民
族
首
長
支
配
下
で
自
己
解
決
さ
れ
て
い
た
問
題
が
、
中
央
集
権
的
官
僚
制
度
が
整
え
ら
れ
た

一
五
世
紀
の
ベ
ト
ナ
ム
に
お
い
て
は
王
朝
の
法
支
配
の
対
象
と
な
っ
た
と
す
る
が
、
八
尾
説
に
基
づ
く『
刑
律
』の
成
立
時
期（
聖
宗
の
政
治
改
革

以
前
）や
聖
宗
の
改
革
後
も
土
官
に
よ
る
間
接
統
治
が
維
持
さ
れ
た
こ
と﹇
嶋
尾
一
九
八
五
﹈に
照
ら
し
て
不
正
確
な
記
述
と
い
え
る
。

（
9
） 

表
1
の
蛮
獠
に
言
及
す
る
一
〇
条
の
多
く
は
中
国
律
に
対
応
す
る
条
文
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た『
刑
律
』に
影
響
を
与
え
た
唐
律
や
明
律
に
は
、『
刑
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律
』の
よ
う
に
国
内
異
民
族
と
し
て
蛮
獠
が
言
及
さ
れ
る
条
文
は
存
在
し
な
い
。
明
律
に
は
蒙
古
人
、
色
目
人
の
婚
姻
に
つ
い
て
定
め
た
条
文
が

あ
る
が
、
明
代（
特
に
こ
の
律
が
編
ま
れ
た
明
代
初
期
）に
お
け
る
彼
ら
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
別
論
を
要
し
よ
う
。

（
10
） 
ベ
ト
ナ
ム
の
編
年
史
料
に
こ
の
よ
う
な「
化
外
」の
用
例
が
出
て
く
る
の
は
管
見
の
か
ぎ
り
黎
朝
聖
宗
期（
一
四
六
〇
―
一
四
九
七
）か
ら
で
あ
る

（『
全
書
』巻
一
二
聖
宗
光
順
元（
一
四
六
〇
）年
一
〇
月
一
一
〜
二
三
日
条「
旨
揮
諸
府
路
鎮
州
県
官
係
在
辺
境
、
宜
謹
守
関
隘
、
不
得
通
同
化
外
」、

同
巻
一
三
聖
宗
洪
徳
一
一（
一
四
八
〇
）年
六
月
二
五
日
条「
化
外
頭
目
羅
傳
」、
同
八
月
条「
化
外
思
陵
州
」な
ど
）。
こ
れ
ら
用
例
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
こ
の
時
期
に
見
ら
れ
る
化
外
の
用
法
は
空
間
を
指
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
黎
聖
宗
は
王
朝
支
配
領
域
内
に
一
三
承
宣
と
い
う
行
政

区
画
を
設
置
し
、
流
官
を
派
遣
す
る
な
ど
中
央
集
権
化
を
進
め
た
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
領
域
認
識
の
変
化
に
も
注
意
す
る
必
要

が
あ
る
。
聖
宗
は
、
辺
境
で
あ
っ
て
も
自
国
の
民
や
そ
の
財
産
に
危
害
を
加
え
る
者
は
厳
し
く
取
り
締
ま
る
よ
う
守
臣
に
命
じ
る
勅
を
下
す
な
ど

（『
全
書
』巻
一
二
聖
宗
光
順
八（
一
四
六
七
）年
五
月
条
）、
国
境
内
外
に
住
む
人
々
に
対
す
る
認
識
を
明
確
に
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
11
） 

大
越
の
積
年
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
、
文
化
的
影
響
も
強
か
っ
た
チ
ャ
ン
パ
ー
は
例
外
で
、
チ
ャ
ム
人
を
指
す
占
人
が
史
料
に
頻
出
す
る
。
た
だ

し
、
北
の
中
国
の
支
配
領
域
の
よ
う
な
化
外
の
用
法
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
12
） 

種
人
と
い
う
表
現
も
一
八
世
紀
以
前
の
史
料
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
一
八
世
紀
の
史
料
に
は
他
に
族
類
と
い
う
表
現
も
現
れ
る
。
清
朝
治
下
の
西

南
中
国
で
も
、
非
漢
族
地
域
に
王
朝
官
僚
に
よ
る
行
政
圏
が
拡
大
し
、
経
済
開
発
に
起
因
す
る
民
族
集
団
間
の
軋
轢
な
ど
が
顕
在
化
す
る
中
、
図

説
資
料
の
編
纂
な
ど
非
漢
族
集
団（
種
人
）に
つ
い
て
の
情
報
が
収
集
さ
れ
、
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り﹇
武
内
二
〇
〇
五
﹈、
黎
貴
惇
も

そ
う
し
た
も
の
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
植
民
地
期
以
降
の
民
族
意
識
の
高
ま
り
の
中
で
も
、
過
渡
的
な
概
念
と
し
て

血
統
に
基
づ
く（
と
考
え
ら
れ
た
）非
キ
ン
族
を
含
む
民
族
集
団
に
対
し
て「
種（
族
）」と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
た﹇
今
井
二
〇
一
〇
﹈。

（
13
） 

こ
れ
は
あ
く
ま
で
諒
山
に
お
い
て
成
立
す
る
話
で
、
高
平
北
部
の
よ
う
な
ヌ
ン
の
集
住
地
域
の
事
例
に
は
別
の
説
明
が
必
要
と
な
る
。

（
14
） 

広
南
府
で
は
一
六
六
一
年
に
流
官
が
置
か
れ
た
後
も
、
儂
姓
土
官
が
広
南
土
同
知
、
富
州
土
知
州
職
を
受
け
た（
乾
隆『
雲
南
通
志
』巻
四
）。

（
15
） 『
雲
南
図
経
志
書
』巻
三
広
南
府
風
俗
条（
北
京
大
学
図
書
館
本
）「
俗
類
百
夷（
其
地
多
儂
人
世
傳
以
爲
儂
智
高
之
後
、
男
子
束
髪
于
頂
、
多
服
青

衣
、
下
裙
曳
地
、
賤
者
掩
脛
而
已
。
婦
人
散
綰
絲
髻
跣
足
、
裙
帯
埀
後
皆
戴
尖
頂
大
笠
、
習
俗
儉
約
大
率
與
百
夷
同
、
疾
病
不
服
藥
、
惟
務
祭
鬼

而
已
）。
醢
鼠
捕
蟲（
儂
人
飮
食
無
美
味
、
嘗
醢
鼷
鼠
、
捕
飛
蟲
而
噉
之
）。」

（
16
） 『（
天
啓
）滇
志
』巻
三
〇
羈
縻
志
種
人
、
儂
人（
北
京
大
学
図
書
館
本
）「
儂
人
。
其
種
在
廣
南
。
習
俗
大
略
與
僰
夷
同
。
其
長
爲
儂
智
髙
裔
、
部
夷
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因
號
爲
儂
。
樓
居
無
几
・
凳
、
席
地
而
坐
、
脱
履
梯
下
而
後
登
。
甘
犬
嗜
鼠
。
婦
人
衣
短
衣
長
裙
、
男
子
首
裹
青
花
帨
、
衣
粗
布
如
絺
。
長
技
在

銃
、
蓋
得
之
交
阯
者
。
刀
盾
槍
甲
寝
處
不
離
、
日
事
戦
闘
。
王
弄
山
・
教
化
三
部
亦
有
之
、
蓋
廣
南
之
流
也
。」

（
17
） 

ベ
ト
ナ
ム
で
も
漢
越
語
のlung

（
隴
）は
盆
地
や
谷
底
な
ど
山
間
の
平
地
部
を
指
し
、
ベ
ト
ナ
ム
史
料
で
は「
林
隴
」と
い
う
表
現
が
頻
出
し
、
奥

深
い
山
林
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

（
18
） 
蒙
自
県
の
土
司
一
族
の
内
紛
際
に
援
軍
と
し
て
呼
ば
れ
た
儂
人
が
そ
の
ま
ま
居
着
い
た
例
も
あ
る（
康
熙『
蒙
自
県
志
』巻
三
、
土
官
附
彝
族
）。

（
19
） 
タ
イ
系
諸
民
族
の
伝
統
的
政
治
体
系
と
し
て
バ
ー
ン
・
ム
オ
ン
制
と
呼
ば
れ
る
重
層
的
な
政
治
構
造
が
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
山
間
盆
地
や
河

谷
平
野
を
中
心
に
複
数
の
バ
ー
ン（
集
落
）を
内
包
す
る
ム
オ
ン
政
体
を
世
襲
首
長
が
統
治
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
時
に
複
数
の
ム
オ
ン
を

ま
と
め
上
げ
る
ム
オ
ン
が
出
現
し
、
入
れ
子
状
に
大
小
様
々
な
ム
オ
ン
が
ゆ
る
や
か
に
結
び
つ
く
ム
オ
ン
連
合
体
が
形
成
さ
れ
た
。
宣
光
に
も
麻

氏
や
黄
氏
と
い
っ
た
世
襲
首
長
が
存
在
し
て
お
り
、
武
氏
政
権
の
崩
壊
の
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
も
支
配
下
の
麻
氏
の
離
反
で
あ
っ
た
。
ハ
ノ
イ

の
朝
廷
は
こ
う
し
た
世
襲
首
長
に
対
し
、
果
た
す
べ
き
役
割
や
管
轄
領
域
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
藩
臣
・
輔
導
・
土
酋
な
ど
の
称
号
を
与
え
山
地
の

間
接
統
治
を
試
み
た﹇C

f.
嶋
尾
一
九
八
五
、
岡
田
二
〇
一
二
﹈。

（
20
） 

北
部
山
地
に
お
い
て
は
一
八
世
紀
以
降
、
マ
ス
ケ
ッ
ト
銃
が
広
範
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
史
料
上
確
認
で
き
る
。
狩
猟
や
害
獣
か
ら
の
自
衛
の
た

め
弩
弓
が
使
用
し
て
い
た
山
地
住
民
の
身
体
技
術
は
小
銃
射
撃
に
も
活
か
さ
れ
た﹇
岡
田
二
〇
一
六
﹈。
と
り
わ
け
耕
地
の
少
な
い
急
峻
な
山
並
が

連
な
る
中
越
境
界
地
域
の
住
民
は
、
地
形
を
利
用
し
た
飛
び
道
具
の
使
用
に
習
熟
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
皇
清
職
貢
図
』巻
一
に
は
ベ
ト
ナ

ム
側
の
聚
龍
銅
山
周
辺
で
対
中
国
境
警
備
に
あ
た
る「
安
南
国
𤟰
𤣕
人
」の
銃
を
構
え
た
姿
が
描
写
さ
れ
て
い
る（
表
二
⑧
の
玀
猓
と
対
応
。﹇
范
・

劉
等
二
〇
一
五
：
一
〇
﹈は
𤟰
𤣕
人
を
、
現
在
中
国
で
は
壮
族
の
支
系
、
ベ
ト
ナ
ム
で
は
公
定
民
族
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
拉
基
／
ラ
ー
チ
ー
族

と
同
定
す
る
）。
他
に
も
儂
人
と
同
じ
く
広
南
府
に
多
く
居
住
す
る
沙
人（
ベ
ト
ナ
ム
史
料
で
は
極
徒
な
ど
と
記
さ
れ
る
）は
儂
人
よ
り
も
剽
悍
で

知
ら
れ
、
紅
河
の
中
越
境
界
地
域
に
拠
点
を
構
え
た
首
長
牟
揚
・
牟
長
の
勢
力
は
中
越
双
方
の
土
官
に
恐
れ
ら
れ
る
存
在
で
あ
り（『
黎
朝
名
臣
章

疏
』ホ
ー
チ
ミ
ン
南
部
社
会
科
学
院
社
会
科
学
図
書
館
蔵
本
、
景
興
三（
一
七
四
二
）年
二
月
二
〇
日
文
廷
胤「
陳
措
置
辺
防
疏
」な
ど
）、
当
時
の

山
地
民
の
軍
事
力
は
非
常
に
強
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
21
） 

一
般
に
猺
は
瑶ヤ
オ

族
、
獞
は
壮
族
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
山
崎﹇
二
〇
一
一
﹈は
、
明
代
広
西
の
史
料
に
現
れ
る「
猺
獞
」を
、
流
官
、
土
官

い
ず
れ
の
支
配
に
も
服
さ
な
い
存
在
と
し
て
表
象
化
さ
れ
た
一
種
の
社
会
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
山
崎
に
よ
れ
ば
、
そ
の
位
置
づ
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近世ベトナム国家の異民族観の変容と越境者

け
ゆ
え
、
猺
獞
が
地
方
志
な
ど
に
記
述
さ
れ
る
の
は
土
官
権
力
が
存
在
せ
ず
他
方
漢
化
も
未
だ
貫
徹
し
て
い
な
い
広
西
東
部
で
あ
り
、
儂
人
出
身

州
が
含
ま
れ
る
広
西
西
部
に
お
い
て
土
官
支
配
に
服
す
る
住
民
は
土
人
あ
る
い
は
土
民
と
呼
ば
れ
王
朝
の
良
民
の
一
端
を
構
成
し
た
と
い
う
。
筆

者
も
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
こ
の
論
考
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
て
い
る
。

（
22
） 『
芸
䑓
類
語
』巻
三
、
区
宇
、
一
〇
〇
a
、
落
款
題
閩
玉
融
魏
楫
川
舟
氏
稿「
上
国
広
西
省
多
渓
洞
蛮
獠
雑
居
猺
儂
間
出
沿
辺
西
北
一
帯
連
接
本
国

土
州
之
民
与
諒
山
・
高
平
風
俗
不
異
声
音
略
同
。」続
け
て
載
せ
る「
重
修
鎮
南
大
関
記
」に
は「
広
西
越
在
南
服
重
山
密
箐
猺
獞
叢
雑
」と
あ
る
。

（
テ
キ
ス
ト
はLê Q

uy Đ
ôn tuyển tập, tập 6 V

ân Đ
ài Loại N

gữ , N
xb. G

iáo D
ụ c, 2009

所
収
影
印
に
従
う
）

（
23
） 『
故
黎
名
臣
奏
啓
』（
注
二
一
の『
黎
朝
名
臣
章
疏
』と
合
綴
）永
慶
参（
一
七
三
一
）年
六
月
二
十
日
、
太
常
寺
卿
裴
仕
暹
謹
啓
為
陳
言
事
。（
二
五
〜

二
七
葉
）「
一
、
國
家
於
化
外
客
人
處
置
有
方
。
插
住
有
所
未
嘗
縱
其
與
民
雜
處
也
。（
A
）從
前
、
土
産
諸
場
及
山
林
桂
皮
竝
著
本
國
他
雇
儂
人
與

地
方
民
開
掘
採
取
。（
B
）遞
來
場
厰
盛
開
、
榷
法
初
立
、
許
多
看
守
及
桂
戸
人
集
外
國
客
人
以
充
公
役
、
遂
致
遠
來
異
類
。（
C
）多
於
原
簿
丁
民
、

一
厰
傭
夫
或
以
萬
計
、
一
團
桂
守
千
百
爲
群
。
或
以
客
人
自
充
看
守
與
桂
戸
假
託
威
勢
、
包
占
山
林
、
分
布
儂
人
、
隨
方
結
聚
多
少
、
深
山
遂
洞

到
處
分
居
。（
中
略
。
客
人
の
無
法
な
行
状
を
列
挙
）（
D
）且
以
山
林
土
産
、
固
國
用
之
所
資
、
然
其
間
所
得
供
國
課
者
百
分
不
及
其
一
、
而
盡
總

于
僥
倖
之
徒
、
至
其
散
于
外
來
之
客
者
又
不
知
其
幾
千
萬
倍
、
顧
使
山
林
之
險
易
、
道
路
之
紆
徑
、
峯
峦
之
阻
隘
、
岩
峝
之
幽
深
、
盡
爲
外
人
之

所
通
透
依
據
、
則
些
少
所
得
、
豈
足
以
償
。（
E
）況
非
我
族
類
、
其
心
必
異
。
彼
條
往
忽
來
之
輩
、
寧
知
其
不
通
間
牒
之
謀
。
散
居
分
處
之
徒
、

寧
知
其
不
蓄
窺
覦
之
志
。（
F
）係
毎
場
厰
土
産
尚
希
税
例
頗
多
者
竝
應
撤
罷
、
其
土
産
税
例
已
成
者
方
許
依
旧
掘
採
。
仍
申
飭
該
員
厳
禁
看
守
、

只
許
招
集
本
國
人
以
通
傭
、
其
外
國
人
不
得
容
受
給
役
。
違
者
看
守
以
斬
論
罪
、
該
員
亦
有
重
論
。
其
桂
戸
係
客
人
者
並
応
停
罷
勒
回
、
付
下
地

方
官
送
各
社
民
。
係
外
國
人
始
來
住
寓
、
非
經
三
世
著
簿
者
不
得
留
住
内
地
分
。
若
視
常
容
縱
社
長
定
論
處
斬
。
如
此
族
類
分
明
内
外
有
限
、
而

無
雑
揉
之
足
慮
。
此
謂
別
族
類
以
杜
窺
伺
者
。」

（
24
） 

一
七
七
五
年
に
も
再
び
大
規
模
な
械
闘
事
件
が
発
生
し
、
ハ
ノ
イ
か
ら
鎮
圧
軍
が
派
遣
さ
れ
、
多
く
の
労
働
者
が
清
側
に
逃
げ
帰
る
事
件
が
起
き

る
が
、
一
七
八
九
年
に
は
ハ
ノ
イ
を
奪
取
し
た
西タ
イ

山ソ
ン

阮
氏
を
討
伐
す
る
た
め
に
清
朝
か
ら
遠
征
軍
が
送
ら
れ
た
時
点
に
お
い
て
も
依
然
数
万
人
の

華
人
労
働
者
が
働
い
て
い
た﹇
鈴
木
一
九
七
五
：
四
三
一
―
四
三
四
﹈。

（
25
） 『
続
編
』や『
欽
定
越
史
通
鑑
綱
目
』に
お
い
て
は
、
裴
仕
暹
の
献
言
の「
他
雇
儂
人
」の
代
わ
り
に「
化
韋
儂
人
」が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、『
綱
目
』

謹
注
も
化
韋
が
何
を
意
味
す
る
か
不
明
と
し
て
い
る（
一
七
六
七（
景
興
二
八
）年
正
月
条
）。
た
だ
、
同
謹
注
は
韋
の
字
を「
一
作
常
」と
し
て
い
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る（
異
本
が
何
か
は
不
明
）。
も
し「
化
常
」が
正
し
い
と
す
れ
ば
、『
見
聞
小
録
』に
出
て
く
る
貨
𠼔（hóa thườ ng

）（
表
2
③
）と
音
通
と
な
り
、
湖

広
出
身
の
鉱
山
採
掘
者
集
団
を
指
す
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
場
合
は
化
常
及
び
儂
人
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。『
見
聞
小
録
』に
お
け
る
貨
𠼔
の
記
述

に
お
い
て
も
、
潮
州
の
鉱
徒
に
比
べ
て
、
労
働
に
勤
勉
で
あ
っ
て
こ
と
が
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
黎
貴
惇
に
と
っ
て
辺
境
地
域
の
住
民
が
政

治
的
な
リ
ス
ク
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
か
が
重
要
な
関
心
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
26
） 『
興
化
風
土
誌
』水
尾
州（
極
東
学
院
A
九
七
四
本
、
第
一
七
―
一
八
葉
）「
阮
氏
世
爲
輔
導
、
兵
置
為
寧
一
號
。
自
兵
乱
後
、
人
民
彫
殘
田
野
荒
廃
、

香
山
・
呈
爛
諸
峝
。
前
管
招
集
青
衣
儂
人
、
墾
田
開
鑛
受
税
、
其
酋
長
各
帯
儂
人
与
招
集
人
築
居
、
但
狼
野
難
馴
、
易
於
從
亂
。」

（
27
） 

産
物
名
の
後
に
つ
く
贓
紙
礼
は
黎
朝
後
期
に
各
種
礼
銭（
徴
収
手
数
料
）の
名
目
で
季
税
と
と
も
に
率
毎
に
徴
収
さ
れ
て
い
た
人
頭
税
の
一
種
で
、

低
地
で
あ
れ
ば
銭
で
徴
収
さ
れ
る
。
こ
れ
は
本
来
、
自
ら
貢
納
物
を
納
付
場
所（
こ
の
場
合
は
鎮
場
か
）に
赴
き
納
入
せ
ず
に
徴
収
を
受
け
る
こ

と
に
よ
る
手
数
料
の
意
味
合
い
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
礼
銭
は
総
称
し
て
七
礼
銭
と
も
呼
ば
れ
て
い
た（『
歴
朝
憲
章
類
誌
』国
用
志
、

巻
三
二
、
徴
収
之
例
、
玄
宗
景
治
八
年
）﹇cf.

藤
原
一
九
八
六
：
四
〇
四
、
注
二
二
﹈。

（
28
） 『
見
聞
小
録
』巻
六
、
封
域
、
第
四
五
葉
裏「
自
保
泰
壬
寅
以
來
、
版
曹
止
知
有
土
民
傭
銭
及
蛮
人
七
族
季
銭
、
其
咤
聚
付
之
不
問
。
或
為
土
目
隠

占
、
或
権
貴
私
収
、
不
入
公
帑
。
曽
保
楽
州
人
言『
有
玀
猓
舎
茹
陋
有
各
咤
人
二
種
散
居
各
峝
不
入
蛮
人
七
族
之
例
、
輔
導
毎
夕
役
使
歳
収
其
税

一
屋
銀
五
両
。』又
見
癸
巳
年
、
鎮
官
勛
忠
侯
私
簿
玀
猓
常
居
雲
光
・
安
朝
・
康
楽
・
安
徳
・
有
永
・
安
銘
・
百
的
・
茂
裔
・
粘
山
九
社
共
四
十

五
、
各
咤
慣
居
安
朗
・
有
永
・
粘
山
・
康
楽
・
安
楽
・
蒙
恩
・
蒙
安
・
茂
裔
・
安
銘
・
百
的
・
清
涼
・
棠
蔭
・
楽
土
十
三
社
共
九
十
三
峝
一
千
五

十
九
家
、
従
来
輔
導
倖
求
領
、
令
旨
在
鎮
官
、
毎
乞
写
応
、
仍
給
兵
千
人
并
四
政 

儂
人
舎
外
等
字
、
蓋
含
私
税
所
得
甚
多
。」

（
29
） 

嶋
尾﹇
二
〇
〇
一
a
：
三
一
〇
﹈は
、
水
田
耕
作
を
行
う
タ
イ
系
民
族
の
租
税
に
つ
い
て
、
阮
朝
嘉
隆
期
以
前
は
産
物
税
で
あ
っ
た
と
す
る
が
こ

の
よ
う
に
正
確
で
は
な
い
。『
税
例
』四
八
葉
に
も「
外
六
鎭
竝
毎
人
年
庸
銭
五
陌
三
十
文
、
緡
一
陌
、
調
三
陌
、
脚
米
一
鉢
。」と
あ
り
、
明
命
期

と
同
様
に
低
地
の
一
般
正
丁
の
半
額
負
担
を
課
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（『
実
録
正
編
』第
二
紀
、
巻
六
〇
、
二
七
葉
裏
、
明
命
一
〇（
一
八
二

九
）年
七
月「
北
城
外
六
鎭
土
民
丁
税（
毎
丁
庸
錢
五
陌
三
十
文
、
緡
錢
一
陌
、
調
錢
三
陌
、
脚
米
一
鉢
）。」）。
田
租
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
の

租
庸
調
法
下
で
も
半
額
負
担
が
定
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る（
張
国
用『
公
暇
記
聞
』極
東
学
院
A
一
二
二
〇
本
、
制
度
、
二
九
葉
裏
）。
す
な

わ
ち
、
一
八
世
紀
に
斉
民
に
準
じ
て
定
め
ら
れ
た
土
民
に
対
す
る
扱
い
の
原
則
が
明
命
期
ま
で
踏
襲
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

（
30
） 

こ
の
こ
と
は
王
朝
が
実
態
と
し
て
土
民
の
社
会
を
把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
表
三
に
見
え
る
山
地
地
域
の
登
録
丁
数
は
，
人
口
の
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希
薄
さ
を
考
慮
し
て
も
，
な
お
圧
倒
的
に
少
な
く
，
在
地
首
長
が
王
朝
に
対
し
て
供
出
義
務
を
負
う
人
的
資
源
の
数
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

王
朝
権
力
と
の
政
治
的
距
離
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る﹇cf.

岡
田
二
〇
一
二
：
一
六
﹈。

（
31
） 
多
賀
は
、
本
史
料
の
末
尾
に
嘉
隆
一
四（
一
八
一
五
）年
の
税
収
統
計
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
、
行
政
地
名
か
ら
見
て
も
嘉
隆
末
期
の
情
報
を
反
映

し
て
い
る
と
す
る
。
そ
こ
に
付
け
加
え
れ
ば
、『
皇
朝
一
統
地
輿
志
』（
ハ
ノ
イ
国
家
図
書
館
蔵
R
一
六
八
四
本
）に
ほ
ぼ
同
内
容
の
税
例
の
記
載
が

あ
り
、
そ
の
冒
頭
に
は「
通
国
租
税（
戸
部
本
）嘉
隆
一
三
年
甲
戌
冊
」と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
年
の
税
課
と
思
わ
れ
る
。

（
32
） 

原
表
に
は
高
平
鎮
の
税
例
が
な
い
が
、
こ
れ
は
史
料
原
文
に
お
け
る
記
載
漏
れ
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
、
本
表
で
は
内
容
か
ら
判
断
し
て

該
当
部
分
を
抽
出
、
独
立
さ
せ
た
。

（
33
） 

紅
河
沿
岸
の
交
通
拠
点
に
お
い
て
も
同
様
の
商
業
集
落
と
し
て
の
寨
の
存
在
が
確
認
で
き
る（
例
え
ば
、「
阮
朝
硃
本
」明
命
朝
第
九
集
一
五
七
葉
、

明
命
一
八
年
一
〇
月
一
八
日
北
城
総
鎮
・
戸
曹
謹
奏
、「（
文
盤
州
の
𣳢
渘
寨
、
慶
安
寨
の
二
寨
に
つ
い
て
）伊
貮
寨
民
居
沿
江
一
帯
無
有
田
土
，

只
以
商
売
為
業
」と
あ
る
）。
桜
井﹇
一
九
八
七
﹈に
よ
れ
ば
、
黎
朝
後
期
の
低
地
に
お
い
て
は
権
貴
・
高
官
・
豪
富
が
さ
か
ん
に
貧
漂
の
民
を
招

集
し
，
荒
土
を
開
い
て
開
設
し
た
庄
寨
が
増
加
し
た
。
桜
井
は
山
地
の
庄
寨
も
こ
れ
と
同
一
視
す
る
が
、
山
地
の
庄
寨
の
多
く
は
儂
人
の
移
民
集

落
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
34
） 『
簷
曝
雜
記
』巻
四
、
緬
甸
安
南
出
銀（『
清
代
史
料
筆
記
叢
刊
』中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）「
粵
・
閩
二
省
用
銀
錢
、
悉
海
南
諸
番
載
來
貿
易
者
。

滇
邊
外
則
有
緬
屬
之
大
山
廠
、
粵
西
邊
外
則
有
安
南
之
宋
星
廠
、
銀
礦
皆
極
旺
。
而
彼
地
人
不
習
烹
煉
法
、
故
聽
中
國
人
往
採
、
彼
特
設
官
收
稅

而
已
。
大
山
廠
多
江
西
・
湖
廣
人
、
宋
星
廠
多
廣
東
人
。（
中
略
）宋
星
廠
距
余
所
守
鎮
安
郡
、
僅
六
日
程
。
鎮
安
土
民
最
懦
鈍
無
用
矣
、
然
一
肩

挑
針
線
鞋
布
諸
物
往
、
輒
倍
獲
而
歸
。
其
所
得
銀
、
皆
制
鐲
貫
於
手
、
以
便
攜
帶
、
故
鎮
郡
多
鐲
銀
、
而
其
大
夥
多
由
太
平
府
之
龍
州
出
口
。」こ

の
よ
う
に
鉱
山
開
発
は
境
界
地
域
の
住
民
の
越
境
交
易
を
刺
激
し
た
。
本
記
事
で
は
正
規
の
関
所
を
通
過
し
て
い
る
と
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
無

数
の
非
正
規
交
易
が
存
在
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

（
35
） 

官
許
を
得
て
野
生
肉
桂
な
ど
の
入
手
困
難
な
特
定
産
物
採
取
に
従
事
す
る
職
能
者
及
び
そ
の
労
賃
を
指
し
て
傭
功（
あ
る
い
は
傭
工
、
雇
工
）の

語
を
用
い
る
場
合（『
大
越
史
記
全
書
続
編
』巻
二
、
永
盛
一
一（
一
七
一
五
）年
二
〜
三
月
、『
欽
定
大
南
会
典
事
例
』巻
四
五
、
一
〇
葉
、
戸
部
・

桂
戸
）な
ど
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
産
物
納
入（「
土
産
採
納
」）に
よ
り
税
負
担
を
追
う
た
め
本
事
例
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

（
36
） 

高
平
の
タ
イ
系
社
会
に
お
い
て
は
、
藩
臣
に
任
じ
ら
れ
る
よ
う
な
州
レ
ベ
ル
を
統
治
す
る
大
首
長
は q

ク
ワ
ン

uả n c

チ
ュ
ア

húa

（
管
主
）、
下
位
の
総
や
社
レ
ベ
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ル
の
領
域
を
支
配
す
る
首
長
はq

ク
ワ
ン

uằ ng m

ム
オ
ン

ườ ng

（
ク
ワ
ン
は
貴
族
の
称
号
）と
呼
ば
れ
区
別
さ
れ
て
い
た
。
石
林
州
は
一
八
三
五
年
に
改
土
帰
流
に

よ
り
州
レ
ベ
ル
の
首
長
支
配
が
停
止
さ
れ
る
ま
で
閉
氏
が
世
襲
統
治
を
行
っ
て
い
た﹇N

guyễ n T
hị  H

ả i 2010:46

﹈。

（
37
） 

こ
の
時
期
の
中
越
間
の
国
境
管
理
の
在
り
方
に
つ
い
て
は﹇
蓮
田
二
〇
〇
五
、
武
内
二
〇
一
〇
b
、V

ũ 2016

﹈を
参
照
。

（
38
） 

阮
朝
期
に
作
成
さ
れ
た
同
地
の
儂
人
集
落
の
地
簿（
土
地
台
帳
）に
は
、
山
麓
荒
間
の
土
地
柄
で
既
存
の
行
政
村
落
の
ど
こ
に
も
属
し
て
お
ら
ず
、

開
墾
と
労
働
を
行
っ
て
銀
税
を
納
め
て
い
た
た
め
従
来
地
簿
が
な
か
っ
た
と
の
申
立
て
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。（
高
平
處
重
慶
府
石
林
州
華
舗
總
陸

村
外
隴
村
、
明
命
一
三
年
地
簿（
ベ
ト
ナ
ム
国
家
第
一
公
文
書
セ
ン
タ
ー
蔵
、
資
料
番
号
一
九
六
）「
愚
村
係
是
儂
人
、
投
居
陸
區
隴
既
經
世
代
、

因
山
麓
荒
間
之
處
、
不
屬
何
社
村
地
分
、
開
耕
食
力
、
別
納
銀
税
、
原
無
地
簿
。」）

（
39
） 『
大
南
実
録
正
編
』第
一
紀
、
巻
二
二
、
一
一
葉
、
嘉
隆
二（
一
八
〇
三
）年
九
月
条
に
は
、
土
官
の
太
原
宣
慰
使
麻
世
固
に
清
人
・
儂
人
の
銀
税

を
監
収
さ
せ
た
と
の
記
事
が
あ
る
の
で
こ
の
時
点
で
儂
人
の
税
額
が
存
在
し
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
後
、
維
持
さ
れ
ず
廃
止
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。
宣
光
で
も
黎
貴
惇
の
時
代
に
す
で
に
儂
人
の
税
額（
の
一
部
）が
失
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る（『
見
聞
小
録
』巻
六
封
域
、
四
三
葉
）。

太
原
と
宣
光
と
い
う
大
鉱
山
を
抱
え
多
く
の
儂
人
が
採
掘
に
従
事
し
て
い
た
両
地
方
に
お
い
て
儂
人
の
税
額
が
途
絶
え
て
い
る
の
は
偶
然
で
は
な

い
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
判
断
す
る
材
料
が
な
い
の
で
後
考
に
待
ち
た
い
。

（
40
）  

一
方
、
多
賀
は
銀
価
高
騰
に
伴
う
銀
納
制
の
動
揺
と
い
う
文
脈
の
中
で
明
命
期
以
降
の
北
部
山
地
の
銀
納
人
頭
税
の
機
能
不
全
を
捉
え
て
い
る
。

徴
収
シ
ス
テ
ム
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
今
後
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

﹇
参
考
文
献
﹈（
和
文
・
中
文
は
著
者
名
五
十
音
順
、
欧
文
・
ベ
ト
ナ
ム
語
は
著
者
名
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
）

伊
藤
正
子　

二
〇
〇
三『
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ〈
創
生
〉と
国
民
国
家
ベ
ト
ナ
ム　

中
越
国
境
地
域
タ
イ
ー
族
・
ヌ
ン
族
の
近
代
』三
元
社
。

今
井
昭
夫　

二
〇
一
〇「
ベ
ト
ナ
ム
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る「
民
族
」と
ネ
ー
シ
ョ
ン
」久
留
島
浩
、 

趙
景
達（
編
）『
国
民
国
家
の
比
較
史
』（
人
間

文
化
叢
書　

ユ
ー
ラ
シ
ア
と
日
本
―
交
流
と
表
象
―
）有
志
舎
、
一
三
七
―
一
六
〇
頁
。

岡
田
雅
志　

二
〇
一
二「
タ
イ
族
ム
オ
ン
構
造
再
考　

一
八
―
一
九
世
紀
前
半
の
ベ
ト
ナ
ム
、
ム
オ
ン
・
ロ
ー
盆
地
社
会
の
視
点
か
ら
」『
東
南
ア
ジ
ア

研
究
』五
〇
―
一
、
三
―
三
八
頁
。
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―
―
―
―　

二
〇
一
四『
越
境
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
―
黒
タ
イ
の
移
住
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
』（
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト《
ア
ジ
ア
を
学
ぼ
う
》三
二
）風
響

社
。

―
―
―
―　

二
〇
一
六「
山
に
生
え
る
銃
―
ベ
ト
ナ
ム
北
部
山
地
か
ら
見
る
火
器
の
世
界
史
―
」秋
田
茂
・
桃
木
至
朗（
編
）『
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

と
戦
争
』大
阪
大
学
出
版
会
、
一
六
五
―
一
九
〇
頁
。

桜
井
由
躬
雄　

一
九
八
七「
十
八
世
紀
お
よ
び
十
九
世
紀
初
頭
紅
河
デ
ル
タ
に
お
け
る
流
散
村
落
の
研
究
」 『
ベ
ト
ナ
ム
村
落
の
形
成
―
村
落
共
有
田
＝

コ
ン
デ
ィ
エ
ン
制
の
史
的
展
開
―
』創
文
社
、
三
三
〇
―
三
六
〇
頁（
初
出『
東
南
ア
ジ
ア
研
究
』二
〇
―
二
、
一
九
八
二
年
）。

嶋
尾　

稔　

一
九
八
五「
ベ
ト
ナ
ム
黎
朝
と
山
地
少
数
民
族
」一
九
八
四
年
度
東
京
大
学
文
学
部
東
洋
史
学
科
卒
業
論
文
、
未
公
刊
。

―
―
―
―　

二
〇
〇
一
a「
タ
イ
ソ
ン
朝
の
成
立
」『
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
第
四
巻　

東
南
ア
ジ
ア
近
世
国
家
群
の
展
開
』岩
波
書
店
、
二
八
七
―
三

一
二
頁
。

―
―
―
―　

二
〇
〇
一
b「
阮
朝
―「
南
北
一
家
」の
形
成
と
相
克
」『
岩
波
講
座
東
南
ア
ジ
ア
史
第
五
巻　

東
南
ア
ジ
ア
世
界
の
再
編
』岩
波
書
店
、
二
〇

五
―
二
三
一
頁
。

鈴
木
中
正　

一
九
七
五「
黎
朝
後
期
の
清
と
の
関
係（
一
六
八
二
―
一
八
〇
四
）」山
本
達
郎（
編
）『
ベ
ト
ナ
ム
中
国
関
係
史　

曲
氏
の
擡
頭
か
ら
清
仏
戦

争
ま
で
』山
川
出
版
社
、
四
〇
五
―
四
九
二
頁
。

多
賀
良
寛　

近
刊「
一
九
世
紀
ベ
ト
ナ
ム
に
お
け
る
租
税
銀
納
化
の
問
題
」『
社
会
経
済
史
学
』八
三（
一
）。

武
内
房
司　

二
〇
〇
五「《
民
族
図
説
》の
成
立
と
そ
の
時
代
―
九
世
紀
初
、
伯
麟『
雲
南
種
人
図
説
』に
見
る
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
の
辺
疆
風
景
」長
谷
川

清
・
塚
田
誠
之（
編
）『
中
国
の
民
族
表
象
―
南
部
諸
地
域
の
人
類
学
・
歴
史
学
研
究
』風
響
社
、
二
九
―
五
五
頁
。

―
―
―
―　

二
〇
一
〇「
地
方
統
治
官
と
辺
疆
行
政
―
十
九
世
紀
前
半
期
、
中
国
雲
南
・
ベ
ト
ナ
ム
西
北
辺
疆
社
会
を
中
心
に
―
」山
本
英
史（
編
）『
近

世
の
海
域
世
界
と
地
方
統
治（
東
ア
ジ
ア
海
域
叢
書
一
）』汲
古
書
院
、
一
七
一
―
二
〇
一
頁
。

竹
田
竜
児　

一
九
六
七「
越
南
に
お
け
る
会
盟
に
つ
い
て
」『
史
学
』四
〇（
二
・
三
）、
一
三
五
―
一
四
六
頁
。

塚
田
誠
之　

二
〇
〇
六「
中
国
広
西
壮（
チ
ワ
ン
）族
と
ベ
ト
ナ
ム
・
ヌ
ン
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SUMMARY

Changing Images of Barbarians in Early Modern Vietnam and 

Trans-border Migration: 

Discussion of the Nồng People (儂人) as both Subjects and Foreigners

Masashi OKADA

At present, 54 ethnic groups are officially classified in modern Vietnam en-

compassing a wide variety of languages and cultures. In northern Vietnam, the Đại 

Việt kingdom ever described people who lived in remote mountainous areas as bar-

barians (蛮獠), as culturally distinct from Vietnamese people (Kinh 京, which refers 

to the capital city of a kingdom), based on the Vietnamese version of Sinocentrism.

In contrast, pre-modern Southeast Asian states always exerted a great deal of 

effort to controlling people; thus, the expansion of these states drove them to amal-

gamate people in “frontier areas” as subjects. As a result, classification of people 

provided an attractive means for the state to produce subjects. In the language of 

James Scott, the expansion of a state involves enclosing people into the fiscally leg-

ible economy of wage labor as well as the sedentary agriculture of the state. By the 

18th century, however, economies of frontier areas in southeast Asia had started to 

boom as a result of influx of Chinese immigrants, merchants, and the expansion of 

markets. Given this situation, how did the Southeast Asian states try to classify peo-

ple and to make them“legible” at these new economic frontiers?

The aim of this paper is to examine how the pre-modern Vietnamese state re-

acted to this new economic situation and changed the way they classified people at 

their frontiers, with emphasis on the Nông people (儂人). This group is regarded as 

the ancestors of the ethnic Nùng in modern Vietnam; previous studies have demon-

strated that the Nông migrated from China between 200 to 300 years ago. This 

chronology is coincident with the economic expansion. This paper also clarifies 

the activities of local and more widely ranging actors in the region encompassing 

Southwestern China to the northern mountainous region of Vietnam, based on pri-

mary sources. The analysis presented here enables discussion of how the activities 

of local people and trans-border migration affected the classification and recognition 

of subjects by the state.
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